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平成２４年 第２回定例会

１議事日程

６月１８日（月曜日）午前１０時開会

第２号

日程番号 議件番号 議 件 名

１ 会議録署名議員の指名 番 番

２ 一般質問

１ 大西米明 議員－(1)７％節電について

(2)職員の再任用について

２ 清水秀雄 議員－住宅リフォーム助成について

３ 和田鶴三 議員－乳幼児医療費無料化について

４ 細井文次 議員－学校に於ける不審者対策及び危機管理

５ 秋間絋一 議員－(1)士幌町国民健康保険病院の運営について

(2)障がい者専用総合施設の建設について

３ 議案第４号 辺地総合整備計画の策定について

４ 議案第５号 農業共済事業農作物共済危険段階基準共済掛金率等の設定について

５ 議案第６号 農業共済事業運営協議会委員の委嘱について

２出席議員（１２名）

１番 秋間 絋一 ８番 清水 秀雄

２番 飯島 勝 ９番 中村 貢

３番 森本 真隆 １０番 和田 鶴三

５番 細井 文次 １１番 大西 米明

６番 出村 寛 １２番 加藤 宏一

７番 服部 悦朗 １３番 加納 三司

３欠席議員（０名）

４地方自治法１２１条の規定による説明のための出席者

町長 小林 康雄 教育委員長 力石 憲二

代表監査委員 佐藤 宣光

５町長の委任を受けて出席した者

副町長 柴田 敏之 保健医療福祉センター長 山中 雅弘

会計管理者 太田 靖久 保健福祉課長 大森 三宜子

総務企画課長 後藤 忠義 病院事務長 渡辺 博文

町民課長 伊賀 淑美 特老施設長 波多野 義弘

建設課長 土生 明美 子ども課長 寺田 和也

産業振興課長 堀江 博文 消防署長 星屋 尚司
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６教育委員長の委任を受けて出席した者

教育長 神野 光男 教育課長 植田 廣幸

教育委員会参事 笠谷 直樹 高校事務長 金森 秀文

給食センター所長 鈴木 典人

７農業委員会会長の委任を受けて出席した者

事務局長 道端 雄伸

８職務のため出席した議会事務局職員

事務局長 柳谷 善弘 総務係長 仲山 美津子

９議事録

（午前１０時００分）

加納議長 ただいまの出席議員は12名であります。

定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

１ 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、８番、

清水秀雄議員及び９番、中村貢議員を指名いたします。

２ 日程第２、一般質問を行います。

それでは、順次発言を許します。

質問順位１番、大西米明議員、７％節電について町長に質問を行い

ます。

大西議員 おはようございます。それでは、２点について町長にお聞きをした

いと思います。

それで、まず初めに７％の節電についてお聞きをいたします。北電

泊原発の全基停止により今年の夏に電力不足が懸念され、政府は北海

道内の節電目標を平成22年度比７％以上減と打ち出し、節電を要請す

る期間、時間帯については７月23日から９月17日、なおお盆の８月13

日から15日は除く、までの平日９時から20時、９月10日から14日まで

の平日17時から20時までと決定いたしました。町、企業、農業者、家

庭のそれぞれが節電に取り組む必要が出てきましたが、役場等公共施

設の節電対策と町民に対する周知について町長にお伺いいたします。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 それでは、大西議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

政府は、今年の夏の電力供給見通しとその対策を検討して、５月18

日に開催された電力需給に関する検討会及びエネルギー環境会議の合

同会議において、今夏の電力需給対策が示されました。これを受けて、
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道内においては５月21日に政府機関、地方公共団体、電力会社、経済、

業界団体による節電ネットワークとして北海道電力需給連絡会が設立

され、今夏の節電の取り組みを確認しております。また、北海道は、

国から示された対策及び北海道電力需給連絡会の確認に基づき、今夏

の節電に向けた集中対策を実施することとしており、５月23日付、十

勝総合振興局長名で管内市町村長に対して節電取り組みの要請をした

ところであります。さらに、５月30日には、十勝管内の市町村長を対

象に、節電取り組み及び情報の共有と意見交換のため十勝地域電力需

給連絡会議を開催し、取り組みの確認を行ったところであります。

国が示した節電の内容は、ただいま大西議員からもお話がありまし

たとおり、全国的には７月の２日から９月28日までを節電期間とする

ものであり、北海道電力管内では７月23日から９月７日までは午前９

時から20時まで、９月10日から９月14日までは17時から20時までを電

力使用のピークとして、猛暑であった平成22年対比で７％以上の節電

を努力目標としているところであります。なお、この節電は土日及び

お盆期間は除外としており、特に病院、福祉施設、高齢者などへの配

慮が必要とされているところであります。

質問の第１点目でありますけれども、役場など公共施設での節電対

策としましては、過日開催しました課長会議において各課で取り組み

可能な内容を検討するようにと周知をしたところであり、その検討結

果といたしましては、取り組み期間は北海道と同じく７月２日から９

月28日までとし、その内容は照明灯の減灯、パソコン及びコピー機の

待機電源のオフ、冷蔵庫の温度設定調整、白熱電球のＬＥＤ化、電気

ポットの使用制限、自動ドアの一部開放、駐車場及び街路の減灯など

で、今後において取り組み可能な事項について積極的に取り組んでま

いりたいと存じます。

質問の２点目でありますけれども、町民についての周知であります

が、６月、７月発行の広報、役場だよりにおいて役場など公共施設に

おいての節電取り組みを紹介するとともに、町民の皆様にも節電にご

協力をいただきますよう周知をする予定であります。なお、電力供給

者である北海道電力では、一般家庭にはチラシで、事業所にはダイレ

クトメールのほか、マスコミなどにより節電のお願いとその方法を周

知する予定と聞いているところであります。

いずれにしても、町はもとより、一般家庭、各種団体、事業所など

に協力をいただきながら、計画停電、緊急停電が回避されるよう節電

に取り組んでまいりたいと存じますので、ご理解を賜りますようお願

い申し上げて、答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。11番、大西議員。

大西議員 今回７％の削減ということで国が出てくる。今の政府は、国民は本

当に７％なのかという信用をなかなか置けないという、国民の中には
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多いのだと思うのです。さりとて国が７％という削減案を出してきた

以上、役場等はやらないわけにいかないのだと思いますけれども、今

の町長の答弁の中で各課で節電の取り組みがどのぐらいできるのかと

いうことで、結果としていろいろなこういうことで節電しますよとい

う話が出てきました。通産省の通達では、病院だとか高齢者、弱者に

ついては無理な節電を要請しないでほしいというような通達が来てい

ますけれども、士幌町の特老、病院の節電計画はどのようになってい

るのか、課で取りまとめたみたいですから、それについてちょっとお

聞きします。

加納議長 町長。

小林町長 それぞれの所属長から内容についてはお答えします。

加納議長 病院事務長。

渡辺病院 病院事務長の渡辺より説明いたします。

事 務 長 今までの取り組みとしてはあったのですけれども、先ほど説明があ

りましたようにパソコンの電源を小まめに切るとか、あと不必要な部

分の蛍光灯の削減、点灯している本数を減らすとか、そういったこと

に取り組んでおります。

加納議長 特老施設長。

波 多 野 特老、波多野より答弁させていただきます。

特 老 うちらのほうは、今回ばかりではなくて、前から要らないところの

施 設 長 電気は既に蛍光管などを抜いて対処してございます。あと、窓のほう、

西日のほうなのですけれども、西日のほうは夏場になると暑くなりま

すので、よしずを立てたり、そういった太陽光の遮断をすることによ

って室内を涼しくするという対策もしてございます。

以上でございます。

加納議長 再質問ありますか。11番、大西議員。

大西議員 病院にしても特養にしても、入っている入所者に負担をかける、病

気で病んでいるもいますし、高齢者の人でありますから、熱中症だと

か、そういういろんな問題もありますので、なるべく入っている人に

は無理のかからないような節電をしていただきたい。ただ、事務所だ

とか廊下などの節電は極力やっていただきたいと思うのですが、町長、

今各課から出てきたいろんな対応で７％削減できますか、それについ

てお聞きします。

加納議長 町長。

小林町長 まず最初に、病院だとか特老についてはそれぞれ申し上げたのであ

りますけれども、患者だとか利用者の健康等にかかわる部分について

は、それは基本的には町としては節電の対象にはしないということと、

そのほか一般的な事務的なそういうものについては節電をしていくと

いう、そういう方向を取り決めたいと思いますけれども、それとあと

７％達成できるかどうかということでありますけれども、まず１つ、
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これまでも報告したとおり、本町は平成18年度からＬＡＳ―Ｅに取り

組んできていまして、電気も節電するということで、それぞれ先ほど

病院の事務長なり、あるいは特老施設長からお答えしたのも、そのＬ

ＡＳ―Ｅの中で取り組んできた内容でありますけれども、それにより

ますと平成18年度から23年度までで電気量で12.7％削減しているとい

うことからすると、かなり限界に近い節電をしているところでありま

すけれども、今回いろいろな取り組みをしていくので、数値的に７％

に達するかどうかというのは不明なのでありますけれども、いずれに

してもでき得る限りの節電をしていくということで町、役場として努

力をしていきたいというふうに思っているところでございます。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 今町長のほうからも18年度から５年間ＬＡＳ―Ｅをやっているとい

うことで、私も決算書を見て、今回７％削減と言われていても、20年

度から22年度、今回の決算は23年度入っていませんから、そこまでし

かわかりませんけれども、目標として20年度比１％削減ということで

ＬＡＳ―Ｅでやってきたのですが、結果としては0.4％しかできなか

ったと、１％に達していないというのが現実でありますよね。という

ことは、７％削減ということは、今年からＬＡＳ―Ｅが始まったのな

らできると思うのです。この資料を見ますと、庁舎なんかも電気量17.

2％削減しているのですよね、もう。これ以上の削減って、今町長が

言われたように乾いたぞうきん絞るようなもので、何ぼ絞っても出せ

るものと出せないものあるのです。だと思うのです。無理をすると、

また町民に負担がかかっていくのかな。このＬＡＳ―Ｅで結構節電を

していて、町民なんかは、トイレ行っても電気消していると、町職員

の方はスイッチがわかるからスイッチどこにあるか探せるけれども、

町民はどこにスイッチあるかわからないので、トイレ行ってもできな

いような状態になっているので、感知して電気ついたり消えたり、そ

うすると、それなりに経費かかりますけれども、消し忘れというのな

いので、節電しながらも住民サービスはそういうことでやっていただ

きたいなと思っていますし、これで各町村で７％と振興局からも言わ

れているみたいですけれども、７％できないとペナルティーか何かあ

るのか。どうなのです、町長、これは。

加納議長 町長。

小林町長 先ほどお答えしたとおり、７％というのは、電気の１日の最大の需

要量と供給の可能量の差で７％が必要だという北電の試算で出てくる

わけでありますけれども、７％の根拠というのは、2010年の１日の最

大実績が506万ｋｗだという、それに対して安定供給が続けることが

できる可能な状況が470万ｋｗだということでありますから、その差

で７％必要だという、そういう積算なのでありますけれども、実際に

は総合振興局から各市町村についても一応は７％という努力目標とし
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て取り組んでくださいということでありますから、私どもも先ほど申

し上げましたように節電についてはかなり取り組んでいますので、必

ずしも７％いくかどうかは別にして、いずれにしても、役場はもとよ

りでありますけれども、町民の皆さんにも、ちょっとしたことで節電

ができるというパンフレットも出ていますので、そういうＰＲをしっ

かりしながら、町全体としてできる限り節電に努力をしていくという

取り組みをさせていただきたいと思います。

加納議長 大西米明議員。

大西議員 私は、今町長がパソコンの待機電力を減らすとか、冷蔵庫の温度設

定だとか、いろいろな話はしていますけれども、これは今までやって

きている。微々たるものだと思うのです。それで、大きく何か本当に

できるのかなというと、サマータイムの導入ぐらいなのかな。１時間

早くやると７時半に始まるということになって、９時から始まるので

すから、９時までに早い時間で仕事やれると最後の時間が早く終わる

ということで、かなりの節電効果は出ないのかなという思いもします

けれども、７時半というとちょっと大変、いろんな業務もありますか

ら、５時半で終わるやつ４時半に終わっていたら、町民が来たら終わ

っていたというので困ったりなんかするかもしれませんけれども、こ

こで大きく減らせるとしたらサマータイムぐらいなのかなと自分なり

にちょっと考えてみましたが、まず無理だと思うのですが、万が一こ

れが達成できなくて、町長も懸念している計画停電、１日２時間。そ

れから、一番大変なのはブラックアウトすること、これは各家庭の電

気使い過ぎるとブレーカー落ちて、ブレーカーぱちっと入れれば電気

通じますけれども、ブラックアウトしてしまうと何日も電気が来なく

て停電になってしまいますよね。それで、もう何十年前ですか、ニュ

ーヨークの大停電、相当な被害が出ましたから、そういう危機になら

ないようにしないとだめなのだろうな。

だから、その辺の危機感というのは町民にも、我々もまさかそこま

でいかぬだろうな。ただ、北海道は原発が始まる前は水力と火力だけ

でやっていましたよね。それで、電気代も全国平均のトップクラスの

高い電気料でしたが、原発が入ってから電気代が全国平均以下になっ

たということで、40％の電気を原発に頼っている。それがなくなった

から今回こういう状態になったのですけれども、本当にこれをみんな

で努力してやっていかないと、本当に計画停電だとかブラックアウト

になると、これは住民の生命にかかわる。士幌町には多分いないのだ

と思うけれどもけれども、家庭で人工維持装置を使ったりなんかして

いる人も呼吸器を使っている人もいないと思うのです。北海道には約

800人ぐらいいるというのですが、そういう人の命にかかわることに

もなりますし、畜産農家にしてみれば、一日でも搾乳をしないと牛が

被害を受けるということでありますので、何とか目標だけは達成する
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ように努力したいなと思うのですけれども、サマータイムはどんなも

のか、町長、私なんてちょっとわかりませんけれども、どうですかね、

サマータイム導入で７％に近づけるという。今まで街灯ももうやって

いるのですよ、士幌町は。全部やっているのです。自動ドアの開放も

やっているだろうし、だから新たにやるとしたらそういうことしかな

いのかなと思うのですけれども、町長、その辺はどう思いますか。

加納議長 町長。

小林町長 サマータイムについては、以前に私どももＬＡＳ―Ｅを進める上で

電気を節約するとすればそういう方法もどうかという検討をした経過

もあるところでありますし、さらに今年鹿追町がサマータイムを導入

しようかということで新聞報道もされているわけでありますけれど

も、サマータイムもどのくらい効果があるのかということもあります

し、さらには役場の公務執行上どんな課題があるのかということも検

討はしなければならないと思うのですけれども、いずれにしても理論

的には節電に効果がある取り組みだということですから、そこら辺の

課題だとか、それから効果も含めて今後検討させていただきたいと思

いますし、さらには今年北海道の場合は今７％でありますけれども、

むしろ夏より北海道は冬の場合のほうが厳しくなるということになれ

ば、どうしてもその目標を全道的に達成しなければならないことにな

れば、それは役場も含めていろんなことをもう少し強力に徹底をして

いく取り組みをしていく必要があるのかなということでありますか

ら、今後そういう動向も十分留意をしながら節電をしていくのであり

ますけれども、これも役場だけではなくて、町民の皆さんにもいろん

な形、あるいは産業界、事業所等にもお願いをするのでありますけれ

ども、ただ先ほどありましたように人の命にかかわることだとか、酪

農業でしたらバルククーラーに電気を入れないでやれるかといった

ら、それはできないわけですから、できるものとできないものがある

のでありますけれども、できる範囲でいろんなことをやっていくとい

う取り組みをしなければならないのでないかというふうに認識をして

いるところであります。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 庁舎については、ぜひそういうふうに、サマータイムもちょっと検

討はしていただきたいなと思います。それで、ぜひやっていただきた

いなと思いますけれども、あと町民についてですが、町民については

いろいろこういうことがありますよという周知しかないのだと思うの

です。無理やりしろというわけにもいかないと思うので、それで町民

にすれば21年度比ですか、７％って、家で何ぼ使っていたのか、どれ

だけ減らしていいのかわからぬのが実態だと思うのです。テレビなん

か見ていると、インターネットで北電で調べると電気量がわかるとい

うけれども、そんなこと普通の家庭ではインターネットなかなかでき
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ないのだと思うので、いろいろ北電も広報も出てくるのだと思います

けれども、今町長の答弁のようにダイレクトメールだとかいろんなも

ので周知はしてくると思うけれども、今言われたように町の広報を使

って、何をすると７％、何％、何％というようなものを総合するとと

いうとできるのだと思うのです。それで、その目標を節電のメニュー

なんかを入れていったらいいのだと思うのです。それで、経産省が出

したやつでは照明の一部を消すことで７％だとか、テレビの画面の光

度を下げるだけで２％とかといろいろメニューがありますので、そう

いうやつもぜひ広報で入れていってほしいと思うのですけれども、各

家庭にしてもバブル時代は消費は美徳みたいな形でどんどん消費した

けれども、今の経済状態ではどこの家庭でもやっぱり節電はやってい

るのですよ。役場と変わらないのだと思うのです。それをまた７％と

いうと、使っていない部屋の電気消す、テレビは見ていないとき消す

とかということはやっているのだと思うのですけれども、その中のテ

レビだとかなんとかの待機電力なんかはスイッチを抜いておくだけで

何％というのが出ていますので、ぜひそういうのをやって、そしてそ

れをクリア。最悪の場合にこういうことになるのだよという、計画停

電、それからブラックアウトになるのだよということも周知をして、

多少なりとも町民も危機感持って節電に向かってもらわないと、今の

状態だとどこかでやるのでしょうぐらいのことで余り関心ないのが実

態でありますから、その辺を町民にどのように周知していくのかもお

聞きしたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 今大西議員からお話がありましたように、私どももそうですけれど

も、一般の町民の皆さん、７％といっても一体どうすれば７％なのか

全くわからないというような状況でありますけれども、今お話があり

ましたように北電からも例えば炊飯器をどうとか具体的なパンフレッ

トもあるので、町のほうももう少し町民の皆さんにわかりやすく、こ

れをすればこれだけ節電ができるというような、そういう周知方法を

していくというのと、もう一つ、事業所の皆さんにおいてはどんなこ

とができるのかということで、少し事業所の皆さんにも具体的な形で

お願いをしていくという取り組みをしながら、役場はもとよりであり

ますけれども、町民の皆さん、あるいは事業所がそろって節電につい

て取り組むという、そういう方向で努力をさせていただきたいと思い

ます。

加納議長 大西議員。

大西議員 ぜひ広報なんかでは特集組んでやっていただきたいなと思います

し、それと今回大井原発が昨日再稼働、暫定的ですが、再稼働すると

いうことになってきましたが、それで関西方面は多少節電が減ってき

たのでないかなと思うのですが、泊原発が再稼働する可能性、今年の
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夏はちょっと間に合わないと思うのですが、それがどうなるかによっ

てもまた節電は変わると思うのですが、町長として泊原発の再稼働が

あったとしてもこの節電はやはり庁舎内だけでもしていくのか、して

いないのか、どういう気持ちでいるのか、ちょっとお聞きします。

加納議長 町長。

小林町長 これまでもＬＡＳ―Ｅの取り組みもそうでありますし、それから環

境宣言の考え方もそうなのでありますけれども、いずれにしてもバブ

ル時代からこれまで日本の社会あるいは家庭の生活の中で浪費を美徳

とした結果が今の結果という、環境も含めてそういう結果であります

から、そういう面では原発の稼働云々を別にして、やっぱり節電をし

ていく、少しいろんなことで節約をしていくという、そういうことを

役場はもちろんでありますけれども、町全体でそういう取り組みを今

後していくことが必要だということでありますから、そういう取り組

みを今後いろんな機会で町民の皆さんと議論をしていくという、そう

いう機会を持っていきたいなというふうに思っているところでありま

す。

加納議長 大西議員。

大西議員 町長の答弁、もうそのとおりだと思う。ぜひそれをやっていただき

たいと思いますし、さきの議会でも町長は、脱原発はそれにかわる代

替のエネルギーができるまではやはり原発をやめるというわけにはい

かぬだろうという答弁がありましたけれども、まさにそうだと思うの

です。だから、今ある原発を早く脱原発しようとしたら、再生可能エ

ネルギーを早くつくっていかないと、何十年もかかってやっていると、

それこそこういうことがずっと続くわけにいかないですし、ですから

どうやって地域でも、北海道全体としてもそうなのですが、エネルギ

ーをどうやってつくっていくかということが急務なのだと思うので

す。町としても、やはりそういうことには向かっていってほしいなと

思うのですが、町としての考え方をちょっとお聞きします。

加納議長 町長。

小林町長 原発の絡みでいくと、より原発の安全性が確認をされるということ

が重要でありますけれども、もう一方では、今の中で電気が行くか行

かないかでは生命にもかかわる部分がありますから、いかに安定的に

電力が確保されるかということが極めて重要だと、そういう取り組み

も重要だというふうに思うところでありますけれども、もう一つは電

気を確保するためには今言われている節電とあわせてもう一つ、原子

力発電にかわる再生エネルギーをどういうふうにつくり出していくか

ということでありますけれども、今年から固定買い取り制度でそれぞ

れ再生エネルギーが高くなるということがありますから、そういう面

では太陽光エネルギーを含めて展開が大きくなるのだと思いますけれ

ども、本町もこれまでバイオガスプラントであるとか、さらには太陽
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光も公共施設、あるいは民間への助成をしてきたのでありますけれど

も、今後ともより町内の再生エネルギーが利用できるような努力をし

ながら、できる限り再生エネルギーの利用が高まるような取り組みを

していきたいと思いますし、それらについては本町の環境基本計画の

中でも位置づけをしているところでありますけれども、それらの考え

方に基づいて今後とも推進をしていきたいというふうに考えていると

ころであります。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 まさに原子力は安全神話が崩れてしまって、国民全体が早くなくな

るものならなくなってほしいという思いが大体の方はあるのだと思う

のです。だけれども、さりとて今それにかわる代替の電気がないので、

エネルギーがないので、やむなし原子力を再稼働してほしいなと思う

人も半分ぐらい、半分ぐらいはやっぱり動かさないほうがいいよ、我

慢するよという人もいるのですが、いずれにしても今町長が言われる

ように町民の方にも電気が計画停電入れるだけでも２時間ですから、

生命維持装置だとかなんかしているとそれは命にかかわりますよね、

それから酪農家もブラックアウトなんかして一日でも二日でもやる

と、先ほども言ったように大変なことになります。それで、町として

もぜひそういうエネルギーを生産することに前向きに、今町長も取り

組むのだと言っていましたけれども、今バイオガスについても士幌町

は６万5,000、人口の10倍以上の牛がおりますから、そのふん尿もあ

るだろうし、それは太陽光についても日本でも有数のトップクラスの

日照時間を持っている。それから、亡き名誉町民の加納一郎さんなか

は自分のところに川があるのだと、それで小型水力発電はできないも

のかということを、あの当時は非常にクリアするのに難しい条件があ

ってなかなかできなかったのですけれども、今はこういう時代になっ

てきまして、かなり簡単に、余り簡単というわけでもありませんけれ

ども、そういう許可がおりるようになった。だから、風力発電につい

ては一回検査やったけれども、士幌では無理ということでありますか

ら、その３点についてはかなりここは有力な自然エネルギーのもとに

なるものがあるのだと思っています。

それでぜひ、今バイオガスについては地産地消なのですよね、ここ

でつくったものを今緑風荘でエネルギーにかえている。それで、電気

については、太陽光で電気起こしても、町長もご存じのように発送電

が一体になっていますから、どうしても士幌で発生した電力も全道に

全部行ってしまう、地元で出したものが地元で使えないというジレン

マあるのですけれども、発送電分離をすると、電気つくる部門と送電

する部門と別々の会社になるとすれば、送電部門のところに送電を借

りることによって地産地消のエネルギーを自分で使えるのだと思うの

です。それで、町長も常々言っているように、そういう電気だって命
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のもとになりますから、行政というのは町民の命をどう守るかという

ことでありますから、少なくとも士幌町の中である程度の緊急のとき

に使える電気というものは確保していくべきだと思うのです。それが

分離になれば、今の世の中の流れだと発送電分離にはなるのだと思う

のです。ですから、そういう動きの中で士幌町の中でも確保できる、

地産地消できる、その電気があればいざというときに町民の生命にか

かわらなくても、全部というわけにいきませんけれども、少なくとも

300軒、500軒の家庭がそれで維持できるような電源を確保できないも

のなのか、そういうことをやっていくのも町の責務でないのかなと思

っているのですが、その辺は町長どう考えますか。

加納議長 町長。

小林町長 原発事故が起きたことが大きなきっかけでありますけれども、再生

エネルギーをそれぞれの地域で利用可能なものにするというのはそれ

ぞれのまちで取り組まなければならないのでありますけれども、十勝

でもバイオマスプラントそれぞれありますし、太陽光等々もあるわけ

でありますけれども、今言われたように小水力発電についてもそれぞ

れ取り組みをしようというまちもあるわけでありますけれども、本町

は太陽光とあわせてバイオガスプラントについてはこれまで町で３基

実証施設でやってきたのですけれども、それぞれ町、農協あるいは関

係の皆さんと協議をしながら、平成24年度でさらに民間ベースで４基

やるという計画が進んでいるわけでありますけれども、１つはバイオ

ガスはエネルギーとあわせて、畜産環境の改善であるとか土づくりの

ために推進してきたわけでありますけれども、一方太陽光なのであり

ますけれども、公共施設もそうでありますけれども、今年から民間の

家庭レベルにおける太陽光発電もしておりますから、いずれにしても

こういうものを普及をしながら、推進をしながら、地域におけるエネ

ルギーの再生ということでありますけれども、ご案内のとおり、１つ

は発送電を分離をしていくということも今後再生エネルギーを利用し

ていくという面で、電力を有効に使うという面では極めて大きな課題

であるのでありますけれども、それにあと今年から買い取り制度がで

きて、進むのでありますけれども、ただメガ太陽光なんかの場合です

と電力会社が拒否をできるという、そういう法律の中身もありますか

ら、まだまだ不安定な面はあるのでありますけれども、できる限りそ

ういうものを解消できるように国に対する要望をしながら、できれば

本町の資源を使った再生エネルギーが利用できるようなことを関係機

関の皆さんとともにまた努力をしていきたいなというふうに思ってい

るところでございます。

加納議長 大西議員。

大西議員 いずれにしても、早い時期に原発がなくなる、そういう社会をぜひ

つくっていただきたい。そのためには、再生可能エネルギーをどう活
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用していくかということでありますから、メガソーラー１基で1,000

ｋｗｈが生産されるということは大体普通の家庭300軒分であります

から、330軒になりますか、そういうことも考えながら、ぜひ今後節

電に対してそういうエネルギー対策も考えていただきたいなと思いま

す。

それでは、節電についてはこれで終わらせていただきます。

それでは、２問目の職員の再任用についてお聞きをいたします。職

員の再任用に関する条例を平成14年４月１日に施行されましたが、当

時の社会情勢をかんがみ、運用を10年間凍結してきましたが、10年が

過ぎ、今後どのように運用するのか、町長にお伺いいたします。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 それでは、大西議員の２問目の質問にお答えをさせていただきたい

と思います。

新たな再任用制度として平成11年の７月に国家公務員法等の一部を

改正する法律が制定されて、さらには地方公務員においても地方公務

員法等の一部を改正する法律が成立して、地方公務員も国家公務員と

同様に平成13年４月から再任用制度が施行されているところでありま

す。地方公務員の場合、地方公務員法において枠組みを定めて、その

後給与だとか勤務時間だとか勤務条件等の具体的内容についてはそれ

ぞれの自治体の条例で定めるということになっているところでありま

して、本町においても職員の再任用に関する条例を平成14年の３月31

日に制定をして、同年の４月１日から施行しているところであります。

新たな再任用制度として整備をする背景ということでありますけれ

ども、１つは、急速な高齢化が進む中で社会保障負担の増加を一定水

準に抑える必要があるということと、公的年金制度の支給年齢が引き

上げられ、60歳代前半の５年間は雇用と年金の連携により生活を支え

る時期ということで位置づけられたところであります。２点目として

は、少子化の影響及び平均寿命の上昇により、若年労働力を補うため

に高齢者の雇用の確保が必要になっているという、そういう情勢もあ

ったところであります。以上のことから、官民を問わず高齢者の雇用

を促進することが重要な課題というふうにされてきたところでありま

す。さらに、平均寿命が延びている中で、60歳代前半という年齢層は

労働力としては十分に頼りになる年齢層であって、長年培った知識で

あるとか経験を再活用することによって行政にとっては極めて効率的

であり、かつ定年制の延長とは違って給与水準を抑えるという、そう

いうことも期待をされながら施行がされたところであります。

この条例の施行に関してでありますけれども、平成13年の11月から

平成14年２月までの間、議員協議会あるいは職員再任用条例審査特別

委員会において、議会においても種々検討いただいて、その審査報告

書の中の附帯意見では、この制度の運用に当たっては慎重に対応する
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ということが１つと、それから２つ目としては運用は町としては11年

間凍結をするという方向でありますけれども、凍結を解除する場合は

議会と十分に協議するという、そういう附帯決議がされたところであ

りまして、本年までその運用を11年間にわたって凍結をしたところで

あります。年金制度の改革により、公務員の退職共済年金についても

平成25年から段階的に年金支給開始年齢が65歳に引き上げられること

になっているところであり、60歳定年の場合65歳までの間無収入の期

間が発生するということになっているところであります。65歳まで働

く仕組みを整備して雇用と年金の連携を図る必要があって、既に民間

においては65歳までの雇用確保が義務づけられているところであり、

国家公務員についても国は任命権者として無収入の期間が生じないよ

うな措置をすることが求められているところであります。そんな中、

昨年人事院から段階的定年延長ということの申し出を受けて、政府に

おいては平成25年から、その方向で検討がされていたところでありま

すけれども、実態としては民間企業の８割が再雇用で対応していると

いうことを踏まえて、国としても再任用で対応するという基本方針が

示されたところであります。

大西議員からは今後どのように運用するのかという質問であります

けれども、年金支給年齢が60歳から65歳に引き上げられることもあっ

て、雇用と年金を接続することは任命権者としての責務であるという

ふうに認識をしているところであり、今後国の動向であるとか地域状

況も踏まえながら、再任用の運用を含めて検討してまいりたいと存じ

ますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていた

だきます。

加納議長 再質問を許します。11番、大西議員。

大西議員 町長が今答弁のとおり、まさに年金が60歳から65歳に上がるという

ことは、任命権者としてはその５年間の無収入ということは避けるべ

きだということでありますし、地域、民間の状況を見ながら今後考え

たいということですが、方法としては民間がこういうことが始まった

から、町もそれに合わせていくというのか、町がモデルとなって先に

やって民間を誘導していくという方法、どっちが先になるのかという

こともあるのだと思うのです。今民間では多分、高年齢者雇用安定法

なんかでは今は65歳まで採用したりなんかしているところもあると思

うのです。ですけれども、今町長答弁ではそういう格好になっていま

すけれども、政府は本来は定例国会でやろうとしたのですが、今回で

きないので、秋の臨時国会の中で高年齢者雇用安定法を改正して、今

までは再雇用してほしいという人がいても、任命権者、民間でありま

すから社長があなたはいいですよと選択肢があったのです。今後安定

法が改正されると希望者全員を再雇用しなければならない。だから、

今度国家公務員法の改正も、今までの再任用は、再任用したいと言っ
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ても任命権者があなたはだめですよという選択ができたのだけれど

も、今度は国家公務員法が改正されると、地方公務員はまだ出ていま

せんけれども、国家公務員は全員希望者を再任用しなければならない

という法律になって、来年の４月から運用したいという、閣議決定も

していますから、多分それで決まっていくのだと思いますけれども、

そうなっていくと、今は11年間再任用は凍結したといいつつも、今ま

で優秀な職員については嘱託だとか期限つき採用だとかという、そう

いう方法で職員を雇用してきた経過がありますので、ぜひこれを機会

にきちっと制度にのっとった方法でやらないと、65歳までの無収入の

人が何人か退職するたびに出てくる。働いていても、何年間か無収入

になるという不安を抱えてその職務につくというのは大変だと思うの

です。それで、その辺について地域のそういう状況を踏まえてから町

がやるのか、先ほど言ったように町がモデルとして先にこういうシス

テムを入れていって、町内の会社にこうやってほしいと言っていくの

か、その辺についてどういう手法で町長は。

加納議長 町長。

小林町長 法律の趣旨からいくと、今までは基礎部分については年金が支給さ

れて、比例部分だけが、半分ぐらいは基本的には年金が出るというこ

とでありますから、今の再任用制度では、先ほど大西議員がおっしゃ

りましたように、再任用を希望しても、あと採用するかどうかは任命

権者の裁量で行ったのですけれども、今回この法律改正になると新し

い法律のもとでは年金がゼロということでありますから、本人から申

し出を受ければ基本的には雇わなければならないという、そういう制

度でありますけれども、ただ中身としては標準職務能力だとか適正と

いうことでありますから、通常の勤務ができる状態であればというこ

とでありますから、すべて全部ということではないのでありましょう

けれども、基本的には雇わなければだめだよということなのでありま

すけれども、ただ10年前、11年間凍結するという経過の中では議会か

らも随分、これだけ民間の雇用が厳しい時代に公務員だけという話が

随分あって、議会とも議論をして、当面それは凍結しようということ

にしたわけでありますけれども、そういう面では再任用制度を実施を

しなければならないということでありますけれども、実施に当たって

は民間の現実、町内の企業の皆さん、あるいは団体に勤めている皆さ

んがどんな状況なのかということも内容を決定する段階では一度ちょ

っと調べてみる必要があるのでないかということでありますけれど

も、それと実際には退職者については今のところ民間に行っている方

もいますし、さらには町に関係する関係団体で勤めていただいている

方もいらっしゃるわけでありますけれども、それらと調整も要るわけ

でありますけれども、いずれにしても60歳が過ぎたときに何らかの収

入が得れる雇用と年金の調整をするということは私ども責務としてや
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らざるを得ないと、そういうふうに認識をしているところであります。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 選択肢が昔は任命権者、会社、企業の経営者にあったのが今度は労

働者のほうに選択権が移ってしまったということで、法律になれば、

来年の25年度ですか、には絶対にやっていかないとだめなのだと思い

ます。それで、議会だとかなんとか再任用の問題についてあの当時議

論したのは、今の議員12人のうち２人しかいませんので、多分ほかの

議員はその内容については何なのだと思っているかもしれませんけれ

ども、10年前の雇用、就職難だとかというのは今も変わっていないの

だと思うのです。下手すればあの当時より今のほうが就職難なのだと

思いますけれども、言ってみれば年金との帳じり合わせみたいな格好

でこういう制度が出てきたのだと思いますけれども、それでも法律が

決まった以上はそれに従ってやっていかないと、もし万が一それが施

行されないと労働者、退職者から訴えられると、間違いなく。それで、

また町長の言うように全員というわけにいかないという、それは何で

も例外がありますから、それでも中には25年以上勤務した者とかとい

う条件も入っていますから、その中でいろいろしながら再任用をぜひ、

こんな委員会あったのか、それは町側でやったのだと思うのですけれ

ども、職員再任用条例審査特別委員会というのは私もあったのかなと、

私はわかりませんけれども、そこに諮って、議会とも相談して、なる

べく早く決めていかないと時間がもう半年しかありませんので、半年

以上あるか、12月は半年だけれども。

それと、あわせて、この再雇用、再任用も再雇用もそうなのですけ

れども、課長職で退職して、再任用を受けて、また課長というわけに

いかないわけですから、給料も下がっていくだろうし、だとすると昔

の上司が同じ職場にいると職場の中の士気って下がるのでないのか

な。それから、問題としては、そういう人を使うことによって給与の

増加につながっていかないのかな。それから、若者の採用が今でも厳

しい中で再任用でそのまま、５年間を過ぎればまたもとに戻るのだと

思いますけれども、５年間の間には若い世代の就職に影響が出てこな

いのかというようないろんな心配事があるのですけれども、そういう

こともさっきの審議会の中でよく話し合っていただきたいと思います

し、そういうものをいろいろ加味しながら次の議会のほうにこういう

ものでどうだろうというような案を出していただいて、その中で審議

して、運用はもうやらなければならないのですから、それに対するこ

ういう不安が出ているものについてどういうふうにしていくのかとい

うことを、やることはもう決まっていることだから、そういう不安事

項がいろいろあると思うので、それと給料体系を何ぼにするのか、今

出ているのは約３割カット、４分の３とか70％とかという話あります

けれども、いろんな給与体系についてもそれは任命権者のほうである
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程度決めれると思うので、そういうことも今回この審議会の中でよく

精査してもらって、議会に提案してほしいなと思います。その審議会

を早目に開催してほしい。

加納議長 町長。

小林町長 年度内には議論して、議会とも協議させていただきたいと思います

けれども、ただ対象者は実際に来年の３月の対象者というのはまだ比

例部分が一部残るということなのですけれども、実際に対象になるの

は再来年の退職者から退職と同時にゼロという、そういうことになる

かわかりませんですけれども、いずれにしても今年度をめどに私ども

もよく検討して、議会とも協議をさせていただきたいというふうに思

うところであります。

それで、今いろいろお話があったとおり、現在高齢者もそうなので

すけれども、若い人の仕事がないというのが極めて困った社会だなと

いう、そんなふうに思うわけでありますけれども、全体的に雇用とし

ては国を含めて若い人たちの雇用対策を進めなければならないのであ

りますけれども、ただ制度的には定年になっても５年間は年金の支給

がないという、収入がないという制度になるわけでありますから、そ

こは町としてもしっかり対応しなければならないということでありま

すけれども、ただ定年制の場合はいろいろ言われたのです。残ること

によってまた若い人のモチベーションの問題だとかということもあり

ますし、さらには給料をどうするのかといういろんな問題があるわけ

でありますけれども、私ども組織内の中に検討委員会を結成をしまし

て、具体的な検討を行いながら実施要綱を定めて、議会と年度内に協

議させていただいて、その折またいろいろ意見をいただきたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

加納議長 以上で大西米明議員の質問を終わります。

ここで11時10分までちょっと休憩させていただきます。

午前１０時５４分 休憩

午前１１時０８分 再開

加納議長 皆さんそろっているようなので、休憩前に引き続き一般質問を行い

ます。

質問順位２番、清水秀雄議員、住宅リフォーム助成について町長に

質問を行います。

清水議員 それでは、私は町長に住宅リフォーム助成についてお伺いします。

現在の厳しい地域経済や雇用情勢が続く中、緊急経済対策の一環と

して、町民が居住する住宅を町内の施工業者を利用して住宅リフォー

ムを行う場合に経費の一部を助成することによって町内の関連産業を

中心とした地域経済の活性化を図り、町民の生活環境の向上にもつな
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がるものとして耐震化対策、バリアフリー化など、幅広い経済波及効

果が得られるものと考えられます。創設に向けて町長の所見を伺いま

す。

加納議長 町長、答弁願います。登壇願います。

小林町長 それでは、清水議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

国の政治経済の動向は、長引く景気低迷で公共事業が抑制される中、

雇用環境の悪化は極めて憂慮する事態となっているところでありま

す。本町では、これまでもこの事態に対応するため、失業対策、緊急

雇用対策、さらには冬期雇用対策の３事業等を実施しながら失業者や

期間雇用者への対策を講じたところで、これらの事業に要した費用に

ついては最近の３カ年だけを合計しても6,350万円と多額の事業費と

なっているところであり、延べ対策日数についても569日という積極

的な雇用対策を実施したところであります。

清水議員の質問の住宅リフォームの助成につきましては、平成23年

度の第１回定例町議会でも質問をいただいたところでありますけれど

も、平成23年度までに住宅リフォームを実施している自治体について

は道内では38市町村、それから十勝管内では４町でありますけれども、

このうち十勝管内の４町を見ますと、助成額については５万円から20

万円を上限として設定をされて、いずれも助成額は商工会の商品券等

を交付する方式で実施されているところであります。

本町においては住宅リフォーム助成を実施していないのであります

けれども、これまで住環境整備の一環として、１つは浄化槽助成に加

えて耐震改修や太陽光発電設備への助成を実施しているところであり

ます。これらの助成の最近３カ年の実績では、浄化槽については26基、

780万円、太陽光発電設備では９件で278万円の助成がされているとこ

ろであります。とりわけ太陽光発電設備については、今年度分につい

ては前３カ年を上回り、既に13件の申請があり、自然エネルギーへの

関心が高まる中、今後さらに設置申請が増加するのでないかというふ

うに考えているところであります。また、福祉の面では、高齢者や障

害者への住宅改修等にかかわる支援措置として介護保険の中で20万円

を上限として支援制度が設けられており、本町でもそれぞれ利用され

ているところでありますけれども、最近３カ年の利用実績では、手す

りであるとかスロープ等の改修で50件で、支給額で340万円となって

いるところであります。昨年３月の第１回定例町議会で質問いただい

た後、住宅リフォームについての検討も行ってきたところであります

けれども、本町における建築関係の業種構造からして町内における経

済循環による効果がどの程度あるのかという、そういう疑問もあると

ころであります。現在それぞれ定住促進対策も進めているところであ

りますけれども、本年から空き地、空き家の利活用も含む住宅対策を
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推進していくわけでありますけれども、その一環として住宅リフォー

ム助成についても経済効果が上がる方策について商工会など関係の皆

さんと検討してまいりたいと存じますので、ご理解を賜りますようお

願い申し上げまして、清水議員の質問に対する答弁とさせていただき

ます。

加納議長 再質問があれば、８番、清水議員。

清水議員 町長がおっしゃっているように、私は昨年の第１回の定例会で同じ

質問を行いました。町長はその答弁の中で商工会とも検討させていた

だくという答弁でございましたが、その後何の反応もないというふう

に私は受け取っておりますので、再度この点についてお伺いをしたと

いうことであります。町長今の答弁の中でもおっしゃっているのです

が、町内における経済循環による効果がどの程度あるのかということ

で商工会自体が疑問を呈していると、敏感に反応してこないと、そう

いう方法があるのであればぜひ商工会の活性化のために実施してほし

いというような反応があれば、町長としても実施しやすいのかなとい

うふうに思うわけですが、しかしそういう反応がないということは、

中身といいますか、そういうことが十分わかっていない、理解されて

いないのではないか。どこまでの経済効果がということで、それぞれ

実施している自治体によってさまざまだと思うのです。ここで町長は

４町のみというふうにおっしゃっているのですが、実は帯広市がこの

住宅リフォーム条例を設置しまして、実施するという方向に進んでい

るわけですが、実際にどこまでリフォーム助成の対象にするかという

のは、繰り返しになりますけれども、それぞれの自治体によってさま

ざまなのです。例えばこれは帯広市の例なのですが、対象とする工事

というのは老朽化による修繕、改修及び補修、あるいは住宅の模様が

え、あるいはＣＯ２排出量の削減を目的とした工事ということになり

ますと高気密化、高断熱化、そういうところにいきます。こういう形

の工事をやる場合に、町民がやる場合に町内の業者が工事をするとい

うことが条件になります。そういうことで、町内での需要も町内でと

いうふうに限定される。本町の場合は帯広市と違いますから、さまざ

まな業種いるのですかということになると限定されますから、そこは

またそこで自治体としての方策はあると思うのです。そういう方向で

考えていけば、非常に幅広くなっていくというふうに思うのです。そ

このところが一番大切な部分ではないのかと。

町長前段でもおっしゃっているのですが、例えば高齢化してきて住

宅バリアフリー化もしたいと、これは別な制度での対応もありますけ

れども、しかし障害者とかそういう対象にならない場合でも住宅リフ

ォーム助成制度の中で対応しますよということになっていくと、相当

幅広く対象工事というのは広がっていくのではないかと、それだけ波

及効果が大きくなっていくというふうに思うのです。そのこと自体が
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商工会の活性化につながるような方向に進んでいくというふうに思う

のです。さらに、対象としては住宅だとか屋根の塗装、壁の塗装だと

か、そういうところも対象にしますよという自治体もあるのです。で

すから、さまざまだと思うのです。そこのところはやはり十分に中身

を周知すること、それは商工会、商工業者との話し合いの中で、どこ

まで自治体として対応するのか、できるだけ商工会の人たちが幅広く

対象業者になり得るような、そういう方向での話し合いをすべきだと

いうふうに思うのです。そういう点での町長の考え方を再度お伺いい

たします。

加納議長 町長。

小林町長 リフォームをする場合、住宅直していただくことに助成する。個人

が、直していただく住宅の持ち主がありがたいというのは、それはい

いのですけれども、町として助成するという意味では、１つは町全体

としての経済効果がどうあるのかだとか、それからお話にありました

ように町の環境対策としてどうなのかだとか、あるいは高齢者対策と

してどうなのかという、そういう行政施行の効果が上がるようにとい

うことで考えていかなければならない。一番考えられるのはやっぱり

経済効果なのでありますけれども、これはリフォームになると、１つ

は建築と、それから電気、それから設備あるいは屋根工事ということ、

それがそろっていかなければならないということになるのであります

けれども、本町は先ほど申し上げましたように建築関係の工事数とし

ては建築の業者が少ないということもあるのでありますけれども、実

態としては太陽光なんかを見ても、町内で元請はあるのですけれども、

実際に工事するというのは町外の業者の皆さんだということはお聞き

しているところでありますけれども、そうすると経済効果としてどう

なのかということでありますし、さらに商工会関係の皆さんともちょ

っとお話をしたのですけれども、反応としてはぜひという話までいっ

ていないので、やるとすればもう少しより効果が上がるというような

仕組みを検討しなければならないということで、基本的には商工会の

皆さんと今後どうすれば効果が上がるかということについて検討して

いきたいなというふうに、そんなふうに思っているところであります。

加納議長 再質問ありますか。８番、清水議員。

清水議員 リフォーム助成制度そのものが基本的には先ほど申し上げましたよ

うにさまざまな建築関係が主体になってくるわけです。商工会の中に

建設関係の人たちが全部商工会員になっているのかどうかという部分

もあると思うのです。私が伺っている建設業者は、多分商工会に入っ

ていないと思います。結局は、士幌に仕事がなくて音更、町外で仕事

をするというふうになっているわけです。そういう人たちにとっても、

町内での仕事があれば、それは町内で仕事したいと、しかし町内での

仕事がないから町外に行かざるを得ないという形になっています。士
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幌の町内、今のところ見てみましても結構住宅建設に取りかかってい

る人たちがいるのです。でも、ほとんどが町外の業者です。町内のそ

ういう対応できるという業者がいないということもあるのかと思うの

ですが、しかし小さな経営をやっている建設業者というのは、先ほど

言いましたようにみんなが商工会に入っているわけではないのです。

そうすると、そのような人たちの意見を十分に把握していない、希望

も把握していない、商工会としてはそういう状態に陥っていると思う

のです。したがって、建設業界で働く人たちの希望もそこには出てこ

ない。そういう状態を町としてどうくみ上げていくか、そういう人た

ちにどうこたえていくかということが重要なことだと思うのです。商

工会だけに頼っているのではなくて、町としてそういった部分の調査

もしながら、そういう人たちの希望がどうあるのか、どういう仕事を

望んでいるのか、どこまでできるのか、そういう調査も必要ではない

のですか。そこのところが一つのポイントになってくるのではないか

というふうに考えるのですが、どうでしょうか。

加納議長 町長。

小林町長 施工業者が商工会に加入しているかどうかというの、それは別にし

て、町内の中で循環していけばいいわけでありますけれども、１つは

町内の業者が建築関係が少ないということであるから、どこかが元請

してもその後、例えば建築でだれか元請しても電気だとか設備は外へ

行って、あるいは電気は受けても建築は外へ行ってということがあり

ますし、それは今の住宅新築のことからして年間建てる新築住宅につ

いても町外かということになれば、リフォームも本当に５万円、20万

円というリフォームで町内の業者を選んでいただけるのかどうかとい

うこともあるわけですから、そこら辺１つは業者側としてどうなのか

ということもあるのでありますけれども、家の持ち主の方が、発注す

る方がそれを使っていただけるかどうかということも少し検討、よく

調査をして、それらに基づいて商工会の皆さんとちょっと議論をしな

がら、そういう経済効果が上がるのであれば何とか推進をしていくと

いう方向も考えていきたいなというふうに思うのですけれども、今の

ところ今聞いている段階ではちょっと難しいのかなということもある

のでありますけれども、もう少しいろんなことができないか、ちょっ

と工夫させていただきたいと思います。

加納議長 ８番、清水議員。

清水議員 それでは、もう一度お伺いします。

今町長おっしゃっているようにどこまで士幌の住民の５万円、10万

円という仕事に対応できる人たちがいるのかという疑問もあるようで

すが、それはさまざまだと思うのです。住民としては今考えていかな

ければならないのは、昨年の東日本大震災後の耐震化対策というのは

非常に大きな関心があります。そういう点では、耐震構造に変えてい
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くと、耐震強化という、そういう工事も対象としますよというふうに

していろいろ幅を広く広げていくということで、それにどう対応でき

るのかというのは、それはそれで小さな建設業者でも対応できるとい

うふうになっていくと思うのです。そういう幅広い形での考え方、で

すから個人で建設事業をやっている人たちの意見も聞きながら、ぜひ

そういう方向で検討するという形で対応することによって、住民の中

にも幅広く、ではうちでもやってもらおうかというふうになっていく

と思うのです。そういう点での対応の仕方、それが住民要望にこたえ

ていくということと同時に、そういうふうに住民の生活の安全という

方策もできるということで、検討すべきだということで、再度お願い

します。

加納議長 町長。

小林町長 耐震化についても現在50万円を限度として10％、耐震工事をやった

場合に助成をするという補助制度があって、周知をして、利用実態と

してはまだないのでありますけれども、いずれにしてもそういうこと

自体、金というか、経済効果が、お金が循環する形でやれるのかどう

かという一つの課題がありまして、もう一つは、工事の皆さんもそう

でありますが、先ほど申したように家を持たれた方がそれをうまく使

っていただくという、そういうことをもう少し町としてもよく検討し

て、それで経済効果が上がるということであれば来年度に向けて実施

についても検討させていただきたいと思います。

加納議長 以上で清水秀雄議員の質問を終了いたします。

続いて、質問順位３番、和田鶴三議員、乳幼児医療費無料化につい

て町長に質問いたします。

和田議員 私は、乳幼児医療費の無料化についてお伺いしたいと思います。

バブル経済が崩壊して以降、経済及び労働者の雇用環境は一向に明

るい兆しが見えてきていません。特に労働法が改正されて以降、終身

雇用が当たり前であった日本がいつの間にか派遣雇用、期間雇用とい

ったいつでも首切り合理化ができる雇用形態に置きかえられ、日本の

よき伝統であった物づくり社会も大手の下請企業化し、労働者の雇用

は物扱いにされ、不安定な生活が余儀なくされています。年金掛金が

払えない、医療保険が滞納になるなど、国民にとって最も大切な社会

福祉制度、年金、医療、介護が危機的な状況になっています。そのよ

うな中にあって、親たちは子供の笑顔に励まされながら仕事と子育て

を両腕に抱え、懸命に頑張っています。子供を抱える親たちは、子供

の医療費を無料化にしてほしい、その願いがかなうなら、そんなまち

に住みたいと願っています。十勝管内でも無料化に踏み切った市町村

がふえてきています。本町も条件つきながらも乳幼児医療の一部無料

化を行っていますが、内容はどのようになっていますか。義務教育終

了まで無料化にした場合、本町の持ち出しはどのくらいになりますか。
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他町村以上に若い世代に対し結婚、子育て支援を充実させることが喫

緊の施策と考えますが、町長の所見をお伺いしたいと思います。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 それでは、和田議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

質問の１点目の本町における乳幼児等医療費助成の状況についてで

ありますが、本町においては入院、通院とも小学生までを対象として、

３歳児未満及び町民税の非課税世帯については無料、３歳児以上で町

民税課税世帯については１割負担となっているところであり、北海道

の医療給付事業の補助を受けながら実施をしているところでありま

す。さらに、道の医療給付事業では非課税世帯に対しては初診時一部

負担金として医科では580円、それから歯科では510円の負担がかかる

ところでありますけれども、これらについては町の単独として助成を

としているところであります。さらに、昨年８月から小学生の通院に

ついても町の単独事業として拡大をしているところであります。これ

ら平成23年度の給付実績でありますけれども、町の単独分も含めて受

診件数については7,457件、それから給付総額については1,280万5,84

5円となっているところであります。

それから、２点目の義務教育終了まで無料にした場合本町の持ち出

し額はどのくらいかという質問でありますけれども、所得制限をしな

いでということで試算をしたところ、約1,200万円の支出増が見込ま

れるところであります。

和田議員からは、平成20年度の第１回の定例町議会での一般質問を

初め、何度かこの件について質問をいただいているところであります

けれども、子育て支援対策については医療費助成だけでなく多様な支

援が必要と認識をしているところであり、本町においては認定こども

園の設置であるとかへき地保育所への支援とあわせて、支援児保育士

の加配であるとか子育て祝金、さらには不妊治療費扶助など4,200万

円を超える町の単独事業による子育て支援を行っていることもぜひご

理解をいただきたいと思います。ただ、十勝管内の町村においても支

給の拡大傾向があるところであり、町内の保護者からも拡大への要望

が寄せられているところから、平成25年から拡大をする方向で検討さ

せていただきたいと思いますので、ご理解を賜りますようお願い申し

上げます。

加納議長 再質問があれば許します。10番、和田議員。

和田議員 今町長から答弁をいただきました。以前私が２回ぐらい、この子育

て支援の関係については医療費の無料化について質問申し上げまし

た。そのたびに、町ではいろいろな形でやっていると、それでその金

額も約2,500万円、2,000万円以上にはなるのでないだろうかというよ

うな答弁がございました。それで、今この答弁の中でもありましたが、
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平成23年度では総額で1,280万円弱というような形でお答えになりま

した。それでは、無料化全部した場合あとどれぐらいかかるのかとい

うようなことなのですが、1,200万円というような形で答弁もあった

わけです。以前本町ではいろいろな形で、医療費無料化に限らず、い

ろいろな施策として子育て支援で予算を出しているということで、平

成12年の町民便利帳、町民総合情報紙の中ででも、乳幼児の医療費の

無料化というようなことでは2,074万円というようなことでうたわれ

ております。そういうことからしますと、これが全部含まれてそれだ

けになるのか、それとも医療費の関係だけを指して言っているのか、

それはどちらなのでしょうか。

加納議長 町長。

小林町長 担当の保健福祉課長のほうからお答えをさせていただきます。

加納議長 保健福祉課長。

（何事か言う者あり）

小林町長 ちょっと資料を調べさせていただきたいと思いますので、この部分

の答弁については後ほどにさせていただきたいと思います。

加納議長 今以外の質問であれば。和田議員。

和田議員 それでは、それ以外の形でちょっとお伺いしたいと思います。

私は他町村を気にしているわけではないのですが、本町は本町、他

町村は他町村というようなことなのですが、他町村もいろいろな形で

工夫を凝らしながらやっているということで、他町村はどことどこが

無料化をしているかというようなことでいろいろな形で気にかけなが

ら、それぞれの議会の議員に対して答弁した結果が今、２けたとは言

いませんが、６件、７件の町村が無料化に踏み切っているということ

なのですが、本町は先ほど町長も25年度以降は他町村のことも考えな

がら、本町でできることについては何とか前向きで検討していきたい

というような形で答弁がありました。これについては、非常に前向き

な形での答弁で、よかったなというふうにして思っておりますが、現

実的には今どのような形で考えておられるか、その点についてお伺い

したいと思います。

加納議長 先ほどの答えが出ましたので、保健福祉課長。

大森保健 保健福祉課長、大森からお答えいたします。

福祉課長 先ほどの件ですが、乳幼児医療費の分プラス手数料も含めた額とな

っております。

以上でございます。

加納議長 続いて、町長。

小林町長 先ほど申し上げましたように、子育て支援というのは医療費も含め

ていろいろあるわけでありますけれども、そんな状況も受けて25年度

から検討させていただきたいなというふうに思うわけでありますけれ

ども、１つはいろんな子育て支援、例えば認定こども園ができて、支
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援児対策で今認定こども園に25人くらいの保育士がいるのであります

けれども、基準の人数だけでいくと15人くらいなのですけれども、10

人ぐらいさらに加配をして、支援を要するお子さんも引き受けていっ

て、それで効果が上がっている、そういう事業もやっているというこ

とでありますから、全体的に少し、実施をするのであれば今の子育て

支援対策全体についても点検をするものは点検をするということが１

つになります。

それから、もう一つ、実施をする中身なのでありますけれども、私

はこれまで何度か、医療費等については所得制限をして、本当にお金

がない人が医療だとか介護を受けられないということがないようにや

るのが行政の責務だということでありますから、基本的には所得制限

を入れる方向で考えていきたいと思っていますけれども、中学生まで

拡大をするのでありますけれども、実施の中身については所得制限を

入れるという方向で考えていきたいというふうに思っています。

加納議長 10番、和田議員。

和田議員 今保健課長のほうから答弁ありました分については、手数料も含め

てということなのですが、私は全部含めるとかなりの形になるのかな

と思ったのですけれども、現実的にはそれほどではないのでないのか

なというふうにして思うのです。それで、いろいろな形で工夫を凝ら

せば、1,200万円、これ1,200万円が全部病気になるわけではないです

し、本当に踏み切った場合にどうなるのかというような、これは全部

が該当した場合にはそうなるのかならないのか、現実的にデータとし

て今までとっている中で現実的にはどうだったのかということについ

てちょっとお伺いしたいと思います。

加納議長 多分現実的な数字だと思うのですけれども、わかりますか。保健福

祉課長。

大森保健 出している予算の数字は、国保の被保険者の現実的な数字を出して

福祉課長 いるところです。

加納議長 和田議員。

和田議員 わかりました。

それで、あと無料化の拡大の方向なわけですが、どうしてもやっぱ

り所得制限から抜け出せないというようなことなのですが、私最初の

質問の中でも申し上げましたように、現在の雇用形態というのは若い

人たちに対しては非常に厳しい状況にある。そういう形の中で、現実

的には結婚もできない、子供も本当は産みたくても産めないというよ

うな形にあるのでないだろうかというふうにして思っています。そう

いう形からしますと、安心して子育てができる。本来であれば俗に言

われる、ワーキングプアと言われますが、年間所得が200万円以下の

人がたくさんおられるわけですが、士幌町にもそれの例外でないぐら

いの形の方がおられると思います。そういうことで、せめてそういう
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人たちが当たり前の生活ができるという条件がつくまではやっぱり無

料化に取り組んでいくべきでないのかなというふうにして思います

が、最後にそれだけお聞きして終わりたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 ですから、今和田議員がおっしゃったように、所得が低いところに

ついてはこういう医療費補助の対象にするということで、そういう意

味で所得制限を入れるという基本的な考え方でありますし、それとも

う一つ、管内で実施しているところでは町外の病院については償還払

いで実施をしているということがあるのです。そうすると、償還払い

ですと実際の予算は組むのでありますけれども、実際に利用されてい

ないという実態もあるといいますから、できれば私どもでは償還払い

ではなくて、医師会ときちんと話をして正規な形でやっていくという

ことでありますけれども、いずれにしても実施の方法について所得制

限を入れてという方向で考えていきたいと思います。

加納議長 以上で和田鶴三議員の質問を終わります。

続きまして、質問順位４番、細井文次議員、学校における不審者対

策及び危機管理を教育長に質問いたします。

細井議員 それでは、学校における不審者対策及び危機管理ということで教育

長にお伺いをいたします。

１つ間違えば2001年６月８日、大阪教育大学附属池田小学校におい

て発生した児童殺傷事件になりかねなかった６月１日の不審者の音更

町駒場小学校来訪を危機管理マニュアルに基づき不審者を児童に近づ

けず、事なきを得た。教職員が連携対応したことが最悪の事態を防い

だと思われます。本町においては、各学校にてこのような場合の危機

管理マニュアルの徹底がなされているのかをお伺いいたします。

加納議長 教育委員長、答弁をお願いいたします。

力石教育 それでは、細井議員の質問にお答えいたします。

委 員 長 各学校における不審者に対応する危機管理マニュアルの徹底につき

ましては、町内の小中学校、高校ともそれぞれの危機管理に応じたマ

ニュアルが作成されており、不審者対応のマニュアルにつきましても

全校で作成され、児童生徒の安全確保に関する教職員の共通理解と意

識の高揚を図り、不審者侵入防止の対策に努めているところです。

当教育委員会は、６月１日に音更町で発生した不審者侵入事件を受

けて、６月５日に緊急の校長会議を招集して、児童生徒の安全確保対

策について学校と教育委員会が行うべき必要な対策を協議いたしまし

た。まず、教育委員会としては、十勝教育局が過去に発出した児童生

徒の安全確保にかかわる通知を改めて提示し、不審者が侵入した際の

対応を再確認するとともに、各学校に対し、安全確保や安全管理につ

いて具体的な項目に沿って点検するよう指示いたしました。あわせて、

各学校の安全に関する施設の点検と整備にかかわり、学校内はすべて
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施錠し、特に来訪者の玄関は特定して、インターホンを設置すること、

また、施設内のかぎを点検して、改修を要するものは早急に対応する

ことといたしました。さらに、危機管理マニュアルに基づいた行動を

再確認するとともに、平常時における防犯教室などに取り組むことを

指示したところであります。各学校におきましては、校舎内への不審

者侵入に対応する対応マニュアルの確認と見直しを行う中で、特に児

童生徒の安全を守ることを最優先すること、来訪者に対する具体的な

対応を明示すること、来訪者が使用する校舎玄関の施錠を徹底するこ

と、そしてさすまたなどの用具の保管場所と使い方を確認し、非常時

に有効に活用できる体制について改めて確認することといたしまし

た。また、不審者侵入を想定した防犯訓練が多くの学校で実施される

ようになっていますが、それを警察署の協力を得て定期的に行うこと

などについて各校長に要請したところです。これまでの不審者対策や

対応マニュアルについては学校間で若干の温度差がありましたが、今

回の事件を契機として不審者への対応マニュアルが各学校でさらに充

実し、その内容が教職員により一層徹底することを確認したところで

す。

今後とも、児童生徒の安全確保につきましては教職員一丸となって

取り組むとともに、学校施設、設備の点検、整備を行い、万全を期す

ことといたします。

以上を申し上げ、細井議員の質問に対する答弁とさせていただきま

す。

加納議長 再質問があれば許します。５番、細井文次議員。

細井議員 こういう学校関係の事柄については、特に１年に１度、２年に１度

という感じの中で大変危機感の迫る、また命の問題にも迫るような問

題が時々発生しております。今回も池田小学校の事件からちょうど11

年が、あの悲惨な事件から11年が経過しております。私たちの記憶の

中にもあの池田小学校の事件も大分薄らいできた、このようなときに、

それもこののどかな十勝の帯広市の中で通り魔事件が原因となって、

その犯人が次の日に訪問したと、その通り魔事件でも幸いにして命に

かかわる問題ではなかったけれども、大変大きなけがをされた。その

ような事件があって、その犯人が次の日に隣の音更町の小学校を訪問

したと。その経過の中で、逮捕された犯人は殺すつもりで小学校を訪

れたと、さらには同じ町内の幼稚園にも訪れたと、そのような大変な

事件が本当に身近で起こったということであります。このような通り

魔事件ですとか、学校に不審者が入るとか、そういった事件は本当に

遠くのかの地の出来事のように私たちも思っておりましたが、これは

大きな都会だけではなくて、本当に身近でもう既に起こってしまった

事件で、起こり得る事件だったと思います。特に学校の来訪者に関し

て教職員の皆さんは、保護者も来訪するでしょうし、出入りの業者さ
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んも多くの方が来訪するでしょう、そういった来訪者に対して学校の

教職員はどのように今まで接してこられたのかお聞きしたいと思いま

す。

加納議長 教育委員長。

力石教育 お答えいたします。私がお答えさせていただき、不足部分は教育長

委 員 長 等に補足していただきたいと思います。

基本的には、不審者対応の危機管理マニュアルに沿って、あくまで

も来訪者玄関で対応し、基本的には生徒がいるときはなるたけ入れな

いように、また不審な行動が見られる場合は改めて訪れていただくよ

うな形で、入れることに対しては警戒を持って対応するという形で対

応しておりました。今回音更で起きました事件に対しましても、まず

校長が警戒心を持って対応し、それから今回は10分間程度校内に入れ

て、帰っていただいたということでありますけれども、教員同士が連

携をとりながら、危機マニュアルに沿って鋭い目を光らせて対応した

ということで事なきを得ましたけれども、基本的には安易に入れない。

入れる場合は、さまざまな危機管理マニュアルに沿って職員が連携を

とって対応する、こういう形で士幌も対応しているところでございま

す。

加納議長 教育長、何か補足的なものありますか。教育長。

神 野 来訪者に対するどのような接し方をしてきたかというご質問であり

教 育 長 ました。今委員長から答弁させていただきましたとおりの内容であり

ます。ただ、今後は玄関の施錠を徹底しようということで確認をいた

しました。施錠した場合に、インターホンの設置されていない学校が

何校かありますので、その学校については早急にインターホンの整備

が必要というふうに考えていますので、今後早急に補正予算を要求を

して整備をしてまいりたいというふうに考えています。

以上です。

加納議長 再質問ありますか。５番、細井議員。

細井議員 後ほど施錠のことだとかそういったことについても質問させていた

だこうと思いましたので、施錠等の話も出ましたので、その中でまず

今回は音更町内の小学校ということで、仮に私がそういう凶行に及ぶ

と考えたときに、私はどう考えるか、それはやっぱり大学より高校、

高校より中学、中学より小学校、小学校より幼稚園や保育園というふ

うに考えます。今回は、たまたま小学校にこの来訪者が訪れたという

ことですけれども、そういったことも考えられる。また、小学校より、

さらに我が町には認定こども園、各地区には多くの保育所もあります。

今回は、すべての高校から保育所、幼稚園までに対しての危機管理、

そういったマニュアル、そういったものの情報の照会ですとか、そう

いう危機管理マニュアルの再点検ということが必要だと思いますけれ

ども、今回は幼稚園、保育園には委員会のほうから特別な指導なりは
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しなかったのでしょうか、お伺いをします。

加納議長 教育委員長。

力石教育 その件につきましては、教育長よりお答えいたします。

委 員 長

加納議長 教育長、お願いします。

神 野 委員会から保育所にというのは、町長部局でありますので、直接に

教 育 長 は話はしていませんけれども、こども園のほうにはこういった内容に

ついて学校で不審者対策のための対応をとるということで、例えば施

錠の問題ですとか、そういったことについては情報提供をしておりま

す。

加納議長 細井議員。

細井議員 今教育長のお答えの中で部局が違うのでということがありますけれ

ども、部局の問題ではなくて、やはりこういったものは部局間を通り

越えてしていかなければならないのでないかというふうに私は考えま

すので、確かに縦割りの行政の中ではそういったことも障害となるの

ですけれども、そういった障害は今回はやっぱり取り払った中で対応

すべきというふうに考えますので、今後そのような形でぜひとも臨ん

でいっていただきたいと思います。

それから、今回事件を機に学校来訪者に対する対応をやはりもう一

度深く検証しなければならない。それから、不審人物か否かの見きわ

めということ、今はそういったことが本町でもありませんでしたし、

近隣の町村でもこんなことはありませんでしたので、保護者も急に子

供に用があって来訪することもあるでしょう、出入りの業者もたくさ

んいるでしょう。特に出入りの業者さんについては顔パスのような状

態で先生方や職員の皆さんもわかっているからいいのでしょうけれど

も、仮に新規で出入りの業者になりたいような方、初めて訪れる業者

さんについてはそういうこともなかなか難しい、判断が難しいのでは

ないかと思いますので、特に出入りの業者さんについては、職員の皆

さんもここにプレートつけているような学校独自のそういったもので

対応していかなければいけないのではないかと、そういうふうに思っ

ているところです。また、後ほど施錠の件もお伺いしますけれども、

そういった細かいこと、過ぎたるは及ばざるがごとしということわざ

がありますように、これを機にしっかりとした対応をしていくべきだ

と思います。

それと、今回音更の小学校の危機管理マニュアル、小学校独自の音

更の駒場小学校の危機管理マニュアルをたまたま拝見することができ

ました。そこには、第１に基本理念ということでうたってありました。

危機管理マニュアルの基本理念、この基本理念ということで少しお伺

いをしたいのですけれども、教育委員長は危機管理マニュアルの１丁

目１番地は何だというふうに思うでしょうか。
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加納議長 教育委員長。

力石教育 危機管理マニュアルのまず第１は、学校は子供たちが楽しく学べる

委 員 長 場であらねばならないということから、児童生徒にとって最も危害が

及ばない、安全である状況をつくる責任があります。だから、子供た

ちの安全ということ、それを守るためには、先ほど言いましたけれど

も、訪問者、学校に用があって来る訪問者に対しても厳しくチェック

をし、前もって連絡があってアポをとって訪れる人以外、いわゆる急

に訪れた人に対しては原則としては入れない。仮に何かの場合で入れ

る場合でも、子供がいる授業時間は避ける。もろもろの手を講じて、

子供の安全が損なわれる状況は防ぐということが基本理念でなかろう

かと思います。

加納議長 まだ大分質問ありますか。

（何事か言う者あり）

加納議長 それでは、ここで食事休憩とさせていただきます。

午前１１時５９分 休憩

午後 １時１２分 再開

加納議長 15分からということでしたけれども、皆さんそろっているようなの

で、ここで始めたいと思いますが、よろしいですか。

それでは、細井文次議員、よろしくお願いします。

細井議員 先ほど危機管理の理念について、管理マニュアルの理念について教

育委員長にお伺いをいたしました。まさしく音更の小学校が作成した

マニュアルについても理念のイの一番は委員長がお答えした安全な場

所ということであります。さて、その次のことなのですけれども、こ

の理念の中にこんなことがあります。あらゆる事態を想定し、事故の

予防と安全に努めることが学校の責務であるというふうに、この責務

ということが非常に重いのではないか。当然責務ということですから、

保護者の皆さんが子供たちを学校に送り出して、校門に入ったときか

らこの責務が発生するのではないか。当然学校に子供たちを送り出し

てからは保護者の手から離れてしまいます。放課後になって学校の校

門から出るまで、これは学校側にすべての責務が発生するわけであり

ます。そのような中で、教職員の皆さんがこの責務ということをどの

ように考えながらやっているのか、この責務という重い責任を果たし

て今自覚しているのかどうか、そこが少し不安になってくると思いま

す。先生方は一生懸命やっているのは理解もしますし、私が子供のこ

ろは学校の先生は24時間先生でありました。でも、今思うにどうも学

校の先生が24時間先生ではなくて、朝８時30分から午後５時までの普

通のサラリーマンや公務員と同じようにその時間だけ先生で、その時

間を離れたときには先生ではなくなってしまうような、そんなような
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気がしております。委員長に改めてお伺いするわけですけれども、今

先生方の認識の中では私がこのように子供のころ思っていた24時間学

校の先生であるという認識が少し薄らいでいるように感じますけれど

も、委員長はこの点についてはいかがお考えでしょうか。

加納議長 教育委員長。

力石教育 お答えいたします。

委 員 長 今細井議員から指摘いただいたことは、非常に大切なことであると

思います。ただ、今回の音更で起きた事件を知り、一番危機感を感じ

たのは先生方です。先生方がこの事件を契機に、自分たちが学校の子

供たちの学びやを安全、安心であるようにしなければならない責務が

あるという自覚をこの事件を契機に強くされたと思います。ただ、そ

ういう強い思いも、学校長を中心に先生方が危機管理マニュアルに沿

ってきちっと動けるように、責務を感じながら、しかもその責務を果

たすためにどういう行動をすればいいかという行動の一つ一つについ

てのマニュアルも学校内で教職員が一丸となって話し合い、徹底し、

それぞれの分担も考え、何かあったときにはこういうふうに対処する

のだよということを真剣に考えるきっかけに音更の事件をしていきた

いと思っております。そのために、教育委員会としては６月５日に校

長会議を緊急に招集し、各学校にその徹底を図ったところでございま

す。おっしゃるとおり、先生方は子供たちの安全確保、それから子供

たちのために、意識としては24時間子供たちのために教師としての意

識を持つということは根底になければならないと思っております。

加納議長 細井議員。

細井議員 そういったことを先生方、教職員の皆さんに教育委員長のほうから

ぜひともお話をしていただいて、その責務ということの重さを徹底し

ていただきたいとお願いしておきたいと思います。

次の質問に少し入らせていただきますけれども、今教育委員長の答

弁の中にありましたけれども、５日に本町の学校関係者、学校長会議

を持たれたということでありますけれども、この学校長の会議を持つ

前段の中で、５名の教育委員の皆さんは今回発生した不審者の学校訪

問について委員会の中でどのような会合を持たれて、本町でこの事件

に対応していくのか、今後危機管理マニュアルの徹底などをどうして

いくのかということは話し合われたのか否かをお伺いしたいと思いま

す。

加納議長 教育委員長。

力石教育 お答えいたします。

委 員 長 私たち教育委員、日ごろから各学校においてこういった危機管理マ

ニュアル、この不審者の侵入だけでなく、火災が起きたとき、地震が

起きたとき、あるいは学校内で児童にけががあったとき、もろもろを

含めまして、いじめの問題も含めまして、危機管理マニュアルが各学
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校に徹底しているということは委員認識しておりますので、委員が集

まって改めて危機管理マニュアルをどうのこうのということは必要な

いと考えまして、現場対応として教育長が５日に校長会を招集し、緊

急に話し合いをするということにゆだねておりました。したがいまし

て、委員として集まって協議はいたしておりません。

加納議長 細井議員。

細井議員 今の部分は大変重要なことでありまして、では５名の教育委員さん

は何のために今教育委員としての活動をしているのかということが大

変重要な問題になってくるわけですけれども、こんなときこそやはり

教育委員会を開いて、どういう対応をしていくのかということを話し

合ってからの校長会議であるとか学校間の会議であるとか、そういっ

たところに進むべきではないのかなというふうに感じております。ふ

だんから教育委員会の中でこういうことが話し合われているので、改

めて委員を招集して会議を持つ必要はないというふうなお考えのよう

ですけれども、こういうときこそこれがやはり危機管理の第一歩では

ないかというふうに考えるわけですけれども、今後こういったことが

発生したときも改めて教育委員を招集して教育委員の中でどういう対

応、我が町としてどういう対応をしていくのかということは話し合わ

ないということなのでしょうか。

加納議長 教育委員長。

力石教育 今細井議員からご指摘いただきましたこと、必要があろうかと思い

委 員 長 ますので、今後まず教育委員も集まる場を持つということを検討して

いきたいと思います。

加納議長 細井議員。

細井議員 検討されるということでありますので、こういったときにはイの一

番にやはり教育委員の皆さんで今後の対応を検討していくというこ

と、考えていくということ、ぜひともこれは実行していただきたいと、

そういうふうに思うわけであります。

それから、５日に町内の学校長の会議を持って今回の事案について

対策会議が行われたそうでありますけれども、帯広署管内の教育関係

機関の緊急連絡会議がたしか６月７日に招集されていると思います。

その中で帯広署から今回の事件の概要等々が教育関係機関の皆さんに

話されたと思っておりますけれども、その内容というのは、学校長、

学校長会議がその２日以前の５日の日に開かれておりますが、この所

管内の教育関係者の緊急連絡会議の内容というのは学校にはお知らせ

しているのか否かをお伺いします。

加納議長 教育委員長。

力石教育 その件につきましては、教育長より答えさせていただきます。

委 員 長

加納議長 教育長。
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神 野 今議員がご指摘のありましたとおりでありまして、７日に帯広警察

教 育 長 署管内の教育関係機関緊急連絡会議がありました。その会議には、笠

谷参事と教育課長が出席をいたしましたけれども、学校等における不

審者対策ということで、今までマニュアル等で言われていた、あるい

は危機管理に関する道教委が発出している危機管理対応の手引等々の

内容と同じ内容を再度確認をするということでの会議でありました。

この会議を受けて、特に緊急に会議を招集しなければならないという

ような、そういう内容でありませんので、次回の校長会議でもその内

容については徹底を図ってまいりたいというふうに思います。

加納議長 細井議員。

細井議員 緊急を要しないということであれば、そのような対応も仕方ないの

かなという気もいたしますけれども、やはり学校側に、特に現場に対

してこういう会議が持たれた、緊急に会議が持たれたということは、

これは大変重要なことでありますので、定例の会議ではなく、緊急に

この会議が持たれたということは、これは大変重要なことなので、そ

の都度学校長等には知らせるべきです。早い時点でタイムリーに情報

提供ということでは知らせるべきだと私は思いますので、今後このよ

うな事例が発生したときにはいち早く学校に教育委員会からお知らせ

するべきというふうに私は考えますので、その点についてお願いして

おきたいと思います。

さて学校側でもマニュアルがありますが、学校間で独自のマニュア

ルは、道教委からもこういうマニュアルがたしか2007年の段階でおり

てきていると思います。それから随分たっておりますので、それぞれ

の町村、またそれぞれの学校で独自の危機管理マニュアルが策定され

ていると思いますけれども、学校間、また町村間でそのマニュアルに

ついての、防犯マニュアルについての情報交換というのは今まで持た

れたのか、今後持たれないのか、学校や町村独自でこのマニュアルに

沿って対策をしていくのか、その点のお考えをお聞きしたいと思いま

す。

加納議長 教育委員長。

力石教育 今まででもそれぞれの学校が独自の危機管理マニュアルを設定して

委 員 長 おりますけれども、その場合は他校のいい事例、もしくは他町村の事

例などは参考にしております。ただ、それぞれ学校に応じた危機管理

マニュアルが必要ということで各学校が作成するという形をとってお

りますけれども、よきものは学び、吸収しながら作成していると思い

ます。今回駒場小学校の対応につきましても、非常に学ぶべきものが、

校長の対応も含めまして参考になるものがございますので、そういう

事例も参考にしながら、各学校の危機管理マニュアルをよりいいもの

に、それからより先生方が意識を持って対応できるように変えていき

たいと思っております。
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加納議長 細井文次議員。

細井議員 ぜひとも教育委員の皆さんは、今回新聞報道や、今委員長のお答え

にもありましたけれども、大変駒場小学校の校長先生以下教職員の皆

さんがすばらしい対応をしたので、事なきを得たということが報道さ

れております。教育委員の皆さん、それから学校関係者の皆さん、ぜ

ひとも直接駒場小学校の校長先生や先生にお話をお聞きする機会を設

けていただいて、いいところは本当にまねをする。さらに、それに独

自のマニュアルを加えて、考えて万全を期していただきたいと思いま

す。

それから、防犯訓練のことについて少しお伺いしますけれども、今

までこういう不審者対策について我が町の学校の中では、最初の答弁

の中で警察署の署員、生活安全課だと思いますけれども、そういう署

員を呼んで実際に指導を受けたということはないということでしょう

か。

加納議長 教育委員長。

力石教育 過去にもございます。例えばさすまたを設置しても、さすまたの使

委 員 長 い方とか、それから一人の教員がさすまたを使っているときに他の職

員はどう対応するかとか、もろもろ含めまして池田小学校の事件以来

防犯訓練も先生方やっております。あわせて、防犯協会もその当時さ

すまたにあわせて催涙スプレーを学校に使ってほしいということで提

供しております。もろもろ含めまして、そういう用具の使い方、それ

から先生同士の連携、分担、それから万一児童がいるときに入ってき

たときに児童を安全な場所に誘導する先生、それからいわゆる不審侵

入者に対応する先生、そういうもろもろ含めまして具体を想定して先

生同士の連係プレーをするためにはやはり訓練しかございませんの

で、警察署、町内の警察の方に指導をお願いするのももちろんですけ

れども、先ほど細井議員言われましたけれども、帯広の生活安全課の

職員と帯防連とも連携をとりながら、そういう訓練のための人材も派

遣してもらい、やっていきたいと考えております。過去もやっており

ますけれども、さらに徹底していきたいと思います。

加納議長 細井議員。

細井議員 なぜこのような生活安全課、警察官を招いてしなければならないか

ということなのですけれども、皆さんご承知のように、金融機関です

とか、駒場小学校も事件発生後の７日の日でしたか、新聞で報道され

ておりますけれども、実際に警察官を呼んで訓練をしたということに

なっております。この事件が起きたから行ったのか、起きる前から計

画していたのかは定かではありませんけれども、あの中でなぜ警察官

があのような黒い服装をして、黒い帽子をかぶってサングラスをかけ

て大きな声でやるのか、そこが一番重要だと思います。確かに臨場感

あふれる。訓練ですから実際の犯人ではありませんけれども、やはり
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臨場感あふれる中で、幾らにせものの犯人でも訓練の中で大声を張り

上げた、そういう状態の中でやれば、少しでも実際の事件に近づいた

中で訓練を行うということですから、やはりあれは大変重要なこと、

これが実際に起こったときにうまく対応できるかといったら、絶対こ

れは対応はできないと思います。ああいった本当に臨場感あふれる訓

練が絶対必要であると、それを半年に１回、毎年やるというのはなか

なか無理かもしれませんけれども、ああいった訓練というのは非常に

必要であろうと思います。

また、今委員長のお答えの中でさすまた等の用具の使い方の勉強と

か、そういうのもあるようですけれども、各学校の教室の中に授業中

にそういった犯人が仮に入ったときにどうするのか、各教室の中にさ

すまたが備えつけてあるわけではありませんし、先生方お一人お一人

が催涙スプレーを持っているわけではありません。そのような中でそ

の場、その場の対応ということ、こういう場合はどうなだろう、こう

しなければならないという、先生方や教職員、それから教育委員の中

でもそういったシミュレーションといいますか、そういったものがす

ごく重要ではないか。駒場小学校のマニュアルの中にも当然さすまた

はあります。消火器だとか消火栓も使うそうです。消火栓や消火器や

催涙ガスだとかそういったもの、犯人の行動だとかそういったものを

一時抑圧するというか、鈍らせる意味で、例えば近くにあれば消火栓

を使って水をかける、消火器があればそれを噴霧して行動を抑える。

例えば教室の中にそういった犯人が来たときにはどうなのかというそ

の場、その場の検討も十分今後行っていただきたい。それをお願いし

ておきます。

それから、最後の質問とさせていただきますが、今まで学校は開か

れた学校、学校開放ということで開かれた学校ということで保護者で

すとか一般の皆さんに体育館をお貸ししたり、そういう形の中で開か

れた学校ということで今まで取り組んでまいりました。しかし、こう

いう事件が発生したときにはある程度学校自体を閉ざしていかなけれ

ばいけないと思います。施錠の確認、それからインターホンですとか

そういったものも整備するというふうな委員長のお答えもありました

けれども、この相反する２つのことを今後どういうふうに展開をして

いくのか、開かれた学校、それから閉ざさなければならない学校、こ

の相反する２つをどのように今後委員長はお考えになっていくのか、

一方的に開いていくのか、一方的に閉じていくのか、その部分のお答

えをいただいて、私の最後の質問にさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

加納議長 教育委員長。

力石教育 お答えさせていただきます。

委 員 長 まず最初に、開かれた学校ということでございますけれども、開か
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れた学校というのは、訪問者が自由に出入りして、いつでも訪れたら

オープンでウエルカムだよということではございません。基本的には

施錠を徹底し、子供たちの学びやが安全であるためには閉ざしておか

なければなりません。それは、いついかなる不審者が入るかもしれな

いというおそれがある以上、基本的には施錠を徹底し、訪問者に対し

ては厳しく対応すべきだと思います。そういう形で学校を開くという

ことに関してお答えしますけれども、学校を開くということは、学校

の情報を幅広く保護者、町民、地域の人、そういう人に知っていただ

く、学校でどういうことをやっているのだということを知っていただ

く、その上で参観日、それから地域のお年寄りを呼んだりして学校で

行われております収穫祭なんかには地域の方がよく訪れられますけれ

ども、そういう場で学校の取り組みを見ていただく。それに対して、

学校評価も今は各学校徹底してやっておりますので、父母、保護者の

学校評価、それから評議員の意見も聞きながら評議員の評価も聞く、

さまざまな評価も受け入れる。学校から情報を発信する。その発信に

対するいろんな評価も素直に受けとめていく。あくまでも学校がひと

りよがりにならないということが開かれた学校ということだと認識し

ております。そういう観点からしますと、訪問者に対しては基本的に

は閉ざしてもいい、用のない者は来ないというのが子供たちの安全で

安心な学びやのためには基本的な条件だと思っております。そういう

ことで、開かれた学校と訪問者に対して施錠して閉ざすということは

矛盾しないものだと私は認識しております。

加納議長 以上で細井文次議員の質問を終了いたします。

次に、質問順位５番、秋間絋一議員、士幌町国民健康保険病院の運

営についてと障害者専用総合施設の建設についての２問を町長に質問

いたします。

秋間議員 私は、町長に２点について質問をいたします。

まず初めに、士幌町国民健康保険病院の運営について質問いたしま

す。国保病院の運営に当たっては、大川院長を初め各先生やスタッフ

の努力により適切に運営がなされていると思うが、一般会計から３億

円を超える繰り入れなど、経営環境は万全だと言いがたい面もありま

す。しかし、町民の安全、安心を確保する上から、ある程度の負担は

やむを得ないと考えますが、不採算地区の自治体病院での運営は、診

療報酬制度の改正などまだまだどのように変わっていくか不透明な面

もあると思われます。そのような中にあっても本年度より医師５名体

制で診療体制の強化が図られ、現在に至っております。士幌町唯一の

医療機関として町民の命と健康を守るため、国保病院を今後どのよう

な方針のもと運営していくのか、町長に所見を伺いたい。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 それでは、秋間議員の１点目の質問にお答えをさせていただきたい



- 58 -

と思います。

自治体病院は、地域住民の健康の維持増進を図り、地域の発展に貢

献することを使命として設置されているものでありますが、その経営

環境は、医師、看護師不足に加え、平成22年度までの10カ年間にわた

る診療報酬のマイナス改定など、地域医療を取り巻く環境は極めて厳

しい状況にあるところであります。そのような中にあって、本町国保

病院についても平成23年度については医師４名体制が整ったとはい

え、不安定な状況にあることは否めないところであり、経営面につい

ても、秋間議員からも指摘があったとおり３億円超の一般会計からの

繰り入れを行っているところであります。平成23年度においては、行

政報告で申し上げたとおり医師体制が４人になる中、大川院長を中心

として医師、スタッフの奮闘により病床利用率の向上に伴って医業収

益が伸びたのでありますけれども、一方医業費用の増額により収支不

足額は３億5,433万円となったところであります。今後において町立

病院の果たす大きな役割である初期、救急への対応、保健予防活動と

の連携を徹底しながら医療サービスの向上を目指すとともに、経営改

善に向け、一層の努力をしなければならないというふうに認識をして

いるところであります。

いかに町民に信頼される病院を築くかが求められているところであ

りますけれども、病院の対応については町づくり懇談会等でも指摘を

されているところであり、医師はもとより、パラメディカル、事務、

ガードマンに至るまで病院のすべての職員が認識を共有しながら取り

組むよう、いま一度病院長に指示をしてまいりたいと存じます。平成

24年度においては、医師が５人体制となったことから、これまでの出

前講座であるとか病院応援団との連携などとあわせて訪問診療、物忘

れ外来、ウオーキングマイレージ事業など、保健福祉課との連携のも

と新たな取り組みを開始しているところであります。これらが効率的

な事業として継続されるよう推進をしてまいりたいと存じます。医療

を取り巻く環境は極めて厳しいものがありますが、病院内での医療サ

ービスや経営改善の努力とあわせ、町としても医療ニーズを踏まえな

がら、道内外の医療関係機関との連携など新たな展開を模索しながら、

国保病院が町内唯一の医療機関、保健、医療、福祉が連携する福祉村

の中核施設としての役割が果たせるよう、病院スタッフともども一層

の努力を傾注してまいりたいと存じますので、ご理解を賜りますよう

お願い申し上げ、答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。秋間議員。

秋間議員 ただいま町長の答弁で努力していることは理解をいたしますが、町

民にとって一番大事なことは町民が安心してかかれる体制がいかに確

保できるかと、しているかということであります。病気を見つけてい

ただいたとか適切な対応をしていただいたなど、国保病院に対しての
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感謝の言葉も多くあると思いますが、残念ながら不満の声も聞こえて

います。例えば出張医による当直時に常勤医の先生によるバックアッ

プ体制がとられているのか。先生とコメディカル、さきほどパラメデ

ィカルという話でございましたけれども、これについては検査技師だ

とか放射線技師だとか薬剤師さんだとか栄養士さんも含めてですけれ

ども、との間で共通認識を保ち、良好な連携をとられているのか。急

病時にすぐ受け入れてくれなかった。また、急病時に電話対応のみで

他の病院を紹介された。また、診療時に説明がなかったなどさまざま

な内容となっております。患者さん側の勘違いやそのときの状況によ

ってもいろいろなことがあると思いますので、この場で一つ一つの答

弁は求めませんが、患者さんに対して十分な説明と患者さんの同意が

何事に対しても必要であると考えております。

また、町民が求めている町国保病院はどのような病院か私なりに考

えてみました。最新の高額な医療機器があり、最先端の医療を受けら

れる病院ではなく、町民がいつでもかかれるかかりつけ医としての病

院、どんなことでも相談に応じてくれる家庭医としての病院ではない

でしょうか。常勤の先生の協力のもと、症状に応じて他の専門医等を

スムーズに紹介してくれる病院、急病に際してはすぐに診てくれて適

切な専門病院等に転院できる病院としての役割であります。また、一

般医としての対応を行い、おのおのの先生方が持つ専門医としての対

応は一般医師としての役割の次の段階で発揮していただくものだと、

このようにも考えております。急病で、かつ重症で緊急を要し、救急

救命士が直ちに専門病院に搬送が必要と判断した重症患者さんを除い

て、通常の救急時にはまず町国保病院で、その後すぐ専門病院に転院、

症状の安定期、慢性期は町国保病院で診ていただけるような体制、す

なわちピストン体制を望んでいるのではないかと思っております。こ

のようなことは、言うのは簡単ですが、なかなか大変なことであると

思いますが、しかし町国保病院がたとえ赤字であったとしても、町民

から安全、安心のためのコストであると理解が得られ、町民がいつで

も診てもらえる病院、町民だれもが必要だと思える病院を目指しては

どうか、もう一度町長の考えを伺いたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 今秋間議員がおっしゃったとおりだと思うのでありますけれども、

１つは安心して病院にかかれるということでありますけれども、今秋

間議員がおっしゃったことについては、懇談会等々においても救急の

受け入れ等についてはいろんな意見も伺っているところでありますけ

れども、そういう面ではしっかり病院の中でそれぞれに出された課題

なり不満等について解決するよう、それぞれの病院の機関関係の中で

しっかり解決をしていくという、そういう努力をするように指示をし

てまいりたいというふうに思ってございます。
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もう一つ、町立病院の役割でありますけれども、第１次診療であり

ますから、私どもは救急であるとか初期診療に対応するというのが基

本であって、私どもの病院ですべてを完結するということではなくて、

救急なり初期の対応したものについて、その病状によっては第２次、

第３次につなぐということが役割でありますから、そういう面ではそ

ういう判断なり適切な対応ができるよう、これらについてもよく病院

との連携の中で話をしていきたいと思います。

それから、病院の経営でありますけれども、私どもも町の町民のた

めの病院だという意識を持っていかなければならないし、町民の皆さ

んもおらが町の病院ということで、そういう信頼ができるよう真摯に

町民の皆さんの意見をいろんな形でお伺いしながら病院運営をしてい

きたいということでありますから、それぞれ赤字も出るわけでありま

すけれども、命と健康を守るためにそういう理解がされるような、病

院はもとよりでありますけれども、私ども町全体として今後そういう

努力を一層していきたいなというふうに思っているところであります

ので、ご理解いただきたいと思います。

加納議長 秋間議員。

秋間議員 ただいま答弁をいただいたわけですけれども、町民が安心して診て

もらえる病院、これが一番求めていることだろうと思います。また、

信頼をしていただける病院にするためにはどうするかということも病

院全スタッフの中で十分論議をいただいて検討し、それを実践に移し

ていただきたいというふうに考えております。

そこで、ちょっと質問をかえさせていただきますけれども、医療費

の抑制などが進む中、患者さんから評価され、選ばれる病院となって

安定した病院経営が実現すると。それには、前段で質問し、回答いた

だいたほかに、診療体系、診療技術に加えて病院全体で接遇強化に取

り組む必要があると私は考えております。私は、医療、治療というの

はサービス業であると考えております。そこで、先ほど町長の答弁も

ございましたし、医師はもとより、パラメディカル、事務、ガードマ

ンに至るまで病院のすべての職員が認識を共有しながら取り組むよう

病院長に指示をすると、こういうような答弁をいただいてございます。

そこで、国保病院ではどのような目標を掲げ、接遇に取り組んでいる

のか、また今後の取り組み及びその実践方法について伺って、質問を

終わらせていただきます。

加納議長 町長。

小林町長 現在の接遇の研修等の状況については病院事務長のほうからお答え

をさせていただいて、以降の今後の取り組みについて後ほど私のほう

からお答えをさせていただきたいと思います。

加納議長 病院事務長。
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渡辺病院 病院事務長の渡辺よりご説明いたします。

事 務 長 接遇の研修に関しては、昨年度は２月に１度行っております。あと、

たしか役場の中でも接遇の関係で職員研修があったと思います。大体

年１、２回を目標に接遇の研修は続けていきたいと思っております。

以上です。

加納議長 町長。

小林町長 それぞれ秋間議員から病院にかかわってでありますけれども、いか

に町民の皆さんに多く病院を利用いただくかということでありますけ

れども、そのためには私ども病院がいかに信頼されるかという、そう

いう取り組みをしていかなければならないなというふうに思うところ

でありますけれども、そういう面では町民の医療に対する説明責任と

いうのかな、そこをきちんとしていくということが極めて重要だと思

うところでありますし、それから病院の中に医師、看護師、それから

技術職、あるいはいろんなセクションがあるわけでありますけれども、

それらの機関会議をきちんとやりながら認識を共有していくというこ

とで、いま一度きょうの質問を受けて病院の接遇から、それから病院

の連携含めて徹底しながら、うちの病院がそういう役割を果たせるよ

うに一層努力をしていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと

思います。

加納議長 続きまして、２問目、障害者専用総合施設の建設についてをお願い

いたします。

秋間議員 それでは、障害者専用総合施設の建設について町長に伺います。

本町の障害者福祉は、平成18年、障害者自立法の制定に伴い、士幌

町福祉計画を樹立し、その計画に基づいて事業展開がなされておりま

す。その間、障害者の保護者の方々で組織する各会の協力と民間の力

をかり、障害者支援が充実し、機能し始めているのも事実であります。

主に地域活動支援センターと居住系サービスとしての共同生活支援を

推進しております。その中にあって、地域活動支援センターほのぼの

ホームに新たに就労継続支援Ｂ型事業所の指定を受け、ホーム共同作

業所を併設したところであります。日中一時支援においても利用者が

増加する傾向にあり、非常に狭い施設となり、効率的サービスが難し

くなっております。このような状況を踏まえ、第３期障害者福祉計画

で施設整備の検討を始めると記載されているが、どのような施設を想

定しているのか。今後障害者が生涯にわたって安全、安心して生活が

営めるケアホーム等を含めた障害者専用総合施設を早急に建設しては

どうか、町長の所見を伺いたい。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 それでは、秋間議員の２点目の質問にお答えをさせていただきたい

と思います。

まず、１点目の施設整備の検討に当たってどのような施設を想定し



- 62 -

ているかということでありますが、ＮＰＯ法人障がい者支援の会の努

力により地域活動支援センターほのぼのホーム、それから就労継続支

援Ｂ型事業所ほのぼのホーム共同作業所及び日中一時支援事業、すず

らんの家が順調に運営されているところであり、また障害者の居住の

場としてのグループホーム笑顔においても定員である４名の障害者が

共同生活をされているところであります。しかし、ほのぼのホームあ

るいはすずらんの家については老朽化が進むとともに狭隘な状況にあ

るところであり、加えて施設が分散しているため効率的なサービスが

しづらいということで、ＮＰＯ法人障がい者支援の会を初め障害団体

の皆さんから施設整備の要望もいただいているところであります。そ

れから、現在の第３期の障害者福祉計画においても、これらの課題に

対応すべく施設整備の検討を行う方向を示しているところであります

が、居住系サービスや日中活動系のサービスなど、障害福祉サービス

が複合的に提供できる機能を有した施設が望まれているところであり

ます。

質問の２点目は、ケアホームを含めた障害者の専用総合施設の建設

を早急にということでありますけれども、現在国においては地域社会

における共生に向けた新たな障害保健福祉施策を推進するために、平

成25年４月１日を施行日とする障害者総合支援法の策定が進められて

いるところであります。この新しい支援法の内容を踏まえるとともに、

施設の内容、規模などとあわせて財源対策も含めて十分調査検討を重

ねながら、年度内に今後の方向を示してまいりたいと存じますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。１番、秋間議員。

秋間議員 ただいま答弁をいただいたわけですけれども、町民意識アンケート

というやつを相当前に北大の小林先生が行っております。その中身を

見ますと、今後取り組むべきまちづくりの各分野のうち、あなたは特

にどの分野に力を入れるべきと考えますかという問いに対して、第１

位は若者定住や人材育成対策の推進、これが44％でございます。第２

位に、高齢者、障害者など社会福祉の充実、これが43％でございます。

また、別な設問でございますけれども、希望する未来像という問いに

対して、健康で人間性豊かな町、これが41％の回答が出てございます。

というのは、こういうアンケートの結果を見ても町民の多くが福祉、

医療の充実を望んでいるということが、これ10数年前のデータです。

それを裏づける最近のアンケート、これは福祉課のほうでやられたの

かなと思いますけれども、障害者の理解についてということに対して、

身体、知的、精神、発達障害について知っていますかと、すべての全

種の認知度は70％であります。それから、いろいろな設問についても

多くの町民の方は50％以上認知をしているわけです。そういうことも

ございまして、いろんな活動が理解をされているわけですけれども、
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この18年度の障害者自立支援法の施行以来町の障害者福祉に取り組

み、多くの町民に理解を得ると同時に、先ほど言ったように認知もさ

れておるわけです。

しかし、その中にあって、関係者のお話だとか保護者のお話だとか、

さらには障害団体等と町民との意見交換、ヒアリング等において、実

はほのぼのホームでございますけれども、３障害一緒の相乗効果もあ

るが、リスクもあり、専門的に分けれるハードも欲しいとか、施設の

中に死角が多く、18歳以上の男女が一緒にいることが心配だとか、作

業が分散していて一堂に会するスペースが狭いとか、本人が一人にな

ったときの居住が心配などなどの意見を総括すると、障害者の将来の

生活設計に不安を生じているのが実態であります。これらを解消する

ためにも、本人や保護者が生涯にわたって安全、安心して生活が営め

る24時間見守りケアホームだとかグループホームだとかを備えた複合

型の総合施設が必要だと、こういうふうにも考えてございます。先ほ

ど町長の答弁もございましたけれども、ただいまお話しした町民のア

ンケートの結果、障害者支援に理解をいただいている。さらに、障害

者、保護者の方々の強い要望と町の福祉計画、施策が私は今のところ

合致していると、このように考えておりますし、障害のある方が地域

で自然に生活し、安心して暮らせるまちづくりをする上でもやはり複

合型の総合施設が必要ではなかろうかというふうに考えてございま

す。

それと、もう一点でございますけれども、日中一時支援事業で子供

の成長や特性、性格に合わせて支援が行われており、その後、これ中

学だとか高校を意味するのですけれども、各課程を終えた後に士幌に

戻り、地域活動支援センターに入所していただくためには個人個々、

または集団に合った完結型の支援機能を備えた複合総合施設がさらに

必要であると。さらに、親元で生活することが障害者、保護者の両者

にとって安心につながると確信しております。そのようなことがバリ

アフリーの原点であると考えております。その実現を目指すのが行政

の役割であるともまた考えております。先ほどの答弁で財源対策を含

め十分調査や検討を重ねながら年度内に方向性を示すとの答弁であり

ましたけれども、建設を前提にした調査なのか、検討なのか、まずお

聞きをしたい。それと、完成の予定日をいつごろにしてこういう調査

を行っていこうとしているのか、そのことも含めて伺いたいと思いま

す。

加納議長 町長。

小林町長 障害者施策でありますけれども、１つ、従前から本町はどちらかと

いうと福祉については高齢者福祉を重点に進めてきたというところ

は、それは否めないところでありますから、高齢者もそうなのですけ

れども、障害者についても地域の中で支え合うという、障害者関係法
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の改正の中でもそういう流れでありますから、そういうものを受けて

町としても日中一時支援だとか、それから地域活動支援センター、さ

らにはグループホーム等の整備をしてきたところでありますけれど

も、ただ施設的にいけば日中一時支援あるいは地活センターについて

は施設が非常に古いということもありますから、これまでも障害者関

係の団体の皆さんとお話ししてきたとおり、町としては新しい複合的

な施設を整備をするという方向で検討してまいりたいというところで

ありますけれども、ただ今年度末までに、いろんな調査だとか、どん

なニーズがあるのかということもありますし、先ほど申し上げた新し

い支援法の中でも例えばケアホームをグループホームと一緒にすると

かという制度の改善もあるので、その辺の動きを見ながら、年度内に

はどうするかということの方向を町として決めていきたいというふう

に思っているところでありますけれども、それ以降いろんな計画だと

か具体的な施策に入るのだというふうに思うところでありますけれど

も、25、26年度ぐらいまでには整備できるめどで取り組んでいきたい

なというふうに思っているところでありますけれども、もう一つは、

施設の内容もそうなのですけれども、財源対策をどうするかという、

そこら辺もよく調べながら、希望に向け、できる限り早くできるよう

な、そういう努力も町としてはしていきたいというふうに思うところ

でありますけれども、ただ規模も例えば地域活動センターの場合どん

どん、どんどんふやしていけるのかという、そういうこともあるので

ありますけれども、そこら辺の規模をどうするかということも今後決

めなければならないですし、あるいは内容的にもどこまでカバーでき

るのかという、そういうことも十分今後検討しなければならないわけ

でありますけれども、いずれにしても、町内の関係の団体の皆さんの

ご意見はもとよりでありますけれども、私どもいろんな関係の施設を

よく調査をしながらそういう整備をしていくということに取り組みを

していきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。

加納議長 秋間議員。

秋間議員 ただいま希望の持てる回答をいただきました。そこで、再度お願い

したいのは、24年度調査をして25年度完成するようにひとつお願いを

申し上げて、私の質問を終わります。

加納議長 以上で秋間絋一議員の質問を終了いたします。

これで一般質問を終結します。

２時15分まで休憩とさせてもらいます。

午後 ２時０６分 休憩

午後 ２時１５分 再開

加納議長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
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３ 日程第３、議案第４号「辺地総合整備計画の策定について」議題と

します。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。副町長。

柴 田 議案第４号 辺地総合整備計画の策定についてご説明をいたしま

副 町 長 す。

提案理由でございますけれども、辺地に係る公共的施設の総合整備

のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定による

ものであります。

これにつきましては、上音更辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を策定するものであります。

次のページ、９ページをお開きください。総合整備計画書でありま

すけれども、地域は上音更辺地でありまして、公共的施設は道路及び

土地改良事業であります。下の表をごらんいただきたいと思いますけ

れども、道路につきましては川西37号線の改良舗装でありまして、事

業費は1,500万円で、辺地債の予定額は600万円であります。次の経営

近代化施設は、国営上音更地区土地改良事業で、事業主体は国で、事

業費は8,342万1,000円であります。辺地債の予定額は、3,330万円で

あります。計画年度は、いずれも平成24年度から28年度までの５年間

であります。

以上、簡単でございますけれども、説明といたします。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第４号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

４ 日程第４、議案第５号「農業共済事業農作物共済危険段階基準共済

掛金率等の設定について」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。副町長。

柴 田 議案第５号 農業共済事業農作物共済危険段階基準共済掛金率等の

副 町 長 設定についてでございますが、士幌町農業共済条例第36条の規定によ

る農作物共済１類、秋まき小麦の部分でございますけれども、これに

関する危険段階基準共済掛金率等を設定しようとするもので、農林水

産省による農作物基準共済掛金率の改定に対応しまして、本町の農業

共済の農作物危険段階基準共済掛金率等を設定するものでございま

す。

１番から７番までを設定しようとするもので、特に適用につきまし
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ては平成25年産からということでございます。

11ページをお開き願いたいと思います。別表１は、危険段階ごとの

見込み共済金額等表でございますが、危険段階区分ごとに見込み共済

金額、基準方式平均被害率の範囲、加入者危険段階被害率の平均、危

険指数を掲載しております。下の別表２では、危険段階基準共済掛金

率表で、危険段階区分ごとに基準方式である災害収入共済方式の９割

の場合の掛金率、その他の方式では災害収入共済方式の８割、７割、

半相殺農家単位方式の８割、７割、６割の掛金率をそれぞれ設定しよ

うとするものでございます。

説明資料でございますけれども、16ページをお開き願いたいと思い

ます。左の表は平成25年産から適用とする掛金率で、右側の表は平成

22年産から24年産までに適用される掛金率でございます。本町では、

現在のところ麦共済加入者の大多数は災害収入共済方式の９割を選択

しておりますけれども、危険段階区分１から７までのすべての区分に

おいて共済掛金率を引き下げようとするものでございます。表の一番

下に標準率とありますけれども、これが農林水産大臣が通常３年ごと

に定めるもので、今回の告示された率でございます。今回の国の引き

下げの理由でございますけれども、近年農作物被害が低水準であり、

多くの協賛団体に積立金が蓄積されており、毎年無事戻しが行われて

おり、無事戻しの場合は共済掛金は変わらないため、国庫負担は軽減

されません。そこで、共済掛金の引き下げにより農家負担率を軽減し

つつ、国庫負担の軽減を図ろうとするものでございます。

今回の共済掛金率の設定に当たりましては、北海道が示します設定

要領に基づき、５月23日に開催されました農業共済の損害評価会に諮

り、審議をいただき、その答申に基づきまして北海道農業共済組合連

合会へ協議を行い、今月の５日、６月の５日にこの設定は適当なもの

であると意見書をいただいております。また、本議案の議会議決を得

ましたら、今後北海道知事への申請を行い、認可を受けるものでござ

います。

以上で説明を終わらせていただきます。

加納議長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。

（な し）

加納議長 質疑がなければ、質疑を終結し、討論を行います。

（な し）

加納議長 討論なしと認め、これより議案第５号を採決します。

本案は、原案のとおり決することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

したがって、本案は原案のとおり可決されました。

５ 日程第５、議案第６号「農業共済事業運営協議会委員の委嘱につい
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て」を議題といたします。

朗読を省略し、理事者の説明を求めます。町長。

小林町長 それでは、議案第６号は人事案件でありまして、農業共済事業運営

協議会の委員の委嘱についてであります。任期途中に１名が退任した

ことに伴い、新たに委員を委嘱するため、議会の同意を得ようとする

ものであります。前任者は士幌北地区の牧草組合長の中井義雄氏であ

りますけれども、経営移譲によって町との共済関係がなくなったとい

うことで、運営協議会の委員の資格がなくなったということで、新た

に選任をするものであります。

選任者については、そこに記載のとおり西部正氏でありますけれど

も、任期については前任者の残任期間である平成25年の４月１日まで

であります。

同意賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせて

いただきます。

加納議長 説明が終わりましたので、質疑、討論を省略し、これより議案第６

号を採決します。

本案は、原案のとおり同意することに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり同意することに決定されました。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

次回は、あす19日午前10時から再開いたします。

（午後 ２時２３分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成 年 月 日

議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


